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明
日
の
言
葉

知恵と才覚を働かせて富を得た町人や、
致富後に没落した商人などの世相を描いた
浮世草紙『日本永代蔵』。そこには
人間らしく生きるためには、金銭が必要だという
町人の価値観が貫かれている。

世に銭程
ほど

面白き物はなし
……井原西鶴『日本永代蔵』より



写真：「菱垣新綿番船川口出帆之図」含粋亭芳豊・画
商都・大坂の安治川から新綿番船（綿の初荷を積んだ菱垣廻船）が
江戸に向けて出港。一番乗りを競った。（大阪城天守閣所蔵）
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すでに始まってしまった未来について　　　�

文：平野啓一郎
絵：大坪紀久子
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DIALOGUE IN THE SPRING09エ ッ セ イ

企
業
が
科
す
ペ
ナ
ル
ティ

　東京渋谷の三つの書店（丸善ジュンク堂、啓文堂書店、
大盛堂書店）が、防犯カメラに映った万引き犯の画像を共有
する、という報道があった。いずれも、顔認証システムを
導入していて、当該人物が入店した際には、直ちに店員に
アラームで知らせるのだという。
　「万引き」と俗に言われているが、要するに窃盗であっ
て、これは無論、書店にとっては死活問題である。出版業
界の人間としては、やむにやまれぬこの対策に、理解を示
したいが、同時に将来のことも考えた。
　日本よりも遙かに電子マネーが普及している北京や上海
といった中国の大都市では、QR コードでの支払が一般的
で、現金の使用は急速に減ってきている。更に昨今では、
顔認証が至る所で導入され、まだ極一部だが、支払までも
が可能となっている。
　ケータイさえ必要とせず、手ぶらでモノが手に入る、と
いうのは、買い物の究極の姿だろう。必ずしも「顔パス」で
ある必然性はないが、防犯という意味では、生体情報は、
手よりも顔の方が活用の幅が広い。コンビニでの顔認証に
よる支払が一般化すれば、それが警察の犯罪捜査に活用さ
れることは目に見えている。それ以上のプライヴァシーの
保護をどう行うかは課題である。
　小売店では、万引きを始めとして、不適切な行為に及ぶ
客が色々といるだろうから、どこかの店でその人物の顔が
画像に「捕獲」されれば、警察に通報されるだけでなく、全
国チェーンで共有されもしよう。そうすると、その人物は、
もうその系列店にはアクセスできなくなる。
　自業自得ではあるが、信用経済でも問題が指摘されてい
る通り、そうして社会インフラから閉め出され、困窮して
しまえば、生活のためには何でもしなければならなくなる。
　生体情報を活用し、企業が一部の顧客にペナルティを科
すというのは、今後、日本でも起こり得るが、期間や解除
の条件の設定など、同時に緩和措置も検討しなければ、社
会に治安上の問題を引き起こすことになるだろう。

Keiichiro Hirano
小説家。1975年生まれ。1999年京都大学在学中に『日蝕』により芥川賞を受賞。

以後、『葬送』、『ドーン』、『かたちだけの愛』、『空白を満たしなさい』、
『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、『ある男』、『「カッコいい」とは何か』など、

数々の作品を発表。東京新聞および同Webで『本心』連載中。
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2018年4月11日、経済産業省は「キャッシュレス・ビジョン１」を、
同年6月5日には内閣官房が「未来投資戦略2018」を公表した。
また、2019年10月１日からは、消費税率引き上げに伴って、
政府による「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まった。
キャッシュレス化の推進活動が加速している。
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　はじめに

　2019 年 3 月に中国におけるフィンテックの現状に
ついて調査するために、上海や深

しんせん

圳を訪問し、アリバ
バやアント・フィナンシャル、センスタイムなどの視
察を行った。中国では QR コードを使ったキャッシュ
レス決済が広く普及しており、空港でもアリペイや
ウィーチャットペイは利用できるものの、クレジット
カードは利用できないほどであった。現地でヒアリン
グしたことで最も衝撃的だったのは、物乞いしている

人に現金を渡そうとすると、現金ではなくアリペイや
ウィーチャットペイなどでの支払いを求められるとい
う逸話であった。これほど、中国ではキャッシュレス
化が進展している。
　キャッシュレスは、世界的な潮流であり、日本政府
も国家戦略としてキャッシュレス化を推進している。
2019年10月の消費増税に伴い、キャッシュレス決済
へのポイント還元も行われる。一方で、忘れてはなら
ないのが、キャッシュレスに伴う社会的費用である。
現金決済のインフラに年間1.6兆円のコストがかかる
との推計があるが、果たして、キャッシュレスが、社

日本政府は、国家戦略としてキャッシュレス化を推進している。
今後10年間に、キャッシュレス決済比率を2017年の21%から4割程度に引き上げることを目指す。
キャッシュレス決済の進展で消費者にとっての利便性が増す一方、
社会的費用が増すという点が忘れられている。コンビニエンスストアやタクシーなどサービス提供者にとって、
キャッシュレスで負荷が軽減されているようには見えない。
また、キャッシュレス決済の導入コストは中小企業にとって大きな負担である。
中小企業を中心に手形取引の商慣習が残っている。手形取引自体は減少しているが、
中小企業の労働生産性は低いままである。つまり、キャッシュレスは中小企業にとって効率化をもたらし、
利益向上につながるとは必ずしも言えない。

キーワード
キャッシュレス　社会的費用　中小企業　生産性　手形

キャッシュレスの社会的費用
一橋大学 大学院 経営管理研究科 教授

野間 幹晴 Mikiharu Noma

1ICT
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金額（兆円） 比率 金額（兆円） 比率 増減（兆円）

2017年 2025年予測

現金決済 228.6 76.9% 184.6 62.1% -44.0

電子決済 68.8 23.1% 112.8 37.9% 44.0

   プリペイドカード 9.6 3.2% 17.7 5.9% 8.1

   デビットカード 1.0 0.3% 2.4 0.8% 1.4

   クレジットカード 58.2 19.6% 92.7 31.2% 34.5

合計 297.4 100.0% 297.4 100.0%

　キャッシュレス決済比率向上は日本の国策

　日本政府は「未来投資戦略2018」において、今後10
年間（2027年6月まで）にキャッシュレス決済比率を2017
年の21%から4割程度に引き上げることを目指す 3）。
さらに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設お
よび観光スポットにおいて「100%のクレジットカード
決済対応」および「100%の決済端末のIC対応」を目標
とする。
　消費増税に伴い、中小の小売事業者にクレジット
カードの加盟店加入を促進するため、キャッシュレ
ス・ポイント還元制度が実施される。期間は2019年
10月から9 カ月間で、2019年度予算額2,798億円を見
込む。クレジットカード、デビットカード、電子マ
ネー、モバイル決済、QRコード決済などに対応する。
中小・小規模事業者で支払いを行った場合、決済金額
の一部を消費者に還元する。端末導入の費用は、決済
事業者が3分の1、国が3分の2を負担するため、事業
者の負担はない。加盟店手数料は3.25%以下の場合、
国が手数料の3分の1を補助する。
　しかし政府が定義するキャッシュレス決済には、銀

会を効率化し、労働生産性向上をもたらすのか。本稿
では日本の決済市場の現状を概観し、キャッシュレス
の社会的費用と生産性との関係について論じたい。

　キャッシュレスとは何を意味するか

　日本は、電子決済（クレジットカード、デビット
カード、プリペイドカード）の普及率が低い一方、現
金決済の比率が高いため、決済の電子化や高度化の余
地が大きい。そこで、電子決済比率向上が国策になっ
ている（図表１）。
　経済産業省が公表したキャッシュレス・ビジョンに
よると、キャッシュレスとは、「物理的な現金（紙幣・
硬貨 ）を使用しなくても活動できる状態 」を指し、
キャッシュレス決済比率は、クレジットカード、デ
ビットカードと電子マネーによる年間決済合計額を民
間最終消費支出で割った数字である 1）。2017年は21.3%
である。
　なお、民間最終消費支出から持ち家の帰属家賃を除
くべきであるとの議論がある 2）。持ち家の帰属家賃を
除いて計算すると、2017年は26.2%であり、4.9 ポイ
ント上振れる。

図表1  日本の電子決済市場の予測

出所） 電子決済研究所編『電子決済総覧 2017-2018』（カードウェーブ、2017年）、山本国際
コンサルタンツ「2020 年の国内電子決済市場は 87 兆円を突破　電子決済比率は 30％へ～さ
らに 2025 年の電子決済化率は 37.9％まで上昇～」（2017年8月21日）
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図表2  通貨流通高と対 GDP比の国際比較（2016年）

対GDP比
（%）

通貨流通高
（百万ドル）

国・地域 対GDP比
（%）

通貨流通高
（百万ドル）

国・地域

メキシコ 68.7 7.3
韓国 80.5 5.9
トルコ 35.4 4.8
オーストラリア 57.7 4.7
カナダ 64.4 4.2
英国 93.8 3.9
ブラジル 71.2 3.7
南アフリカ 7.2 2.3
スウェーデン 6.9 1.4

日本 915.7 20.0
香港 54.2 16.9
スイス 79.7 12.3
ユーロ圏 1,217.9 10.7
シンガポール 29.4 10.4 
ロシア 145.1 10.2 
インド 196.5 8.8 
サウジアラビア 53.3 8.3 
米国 1,509.3 8.1

行の振り込み、自動引き落とし、口座振替、スマート
フォンを通じた個人間（P2P）送金、決済指図伝達サー
ビス提供者（PISP）が含まれていない点が指摘されてい
る。銀行での振り込みや口座振替をキャッシュレス決
済に含めた場合、2015年時点のキャッシュレス比率は
92%である 4）。振り込みと口座振替の決済件数は、16
億件、2,881兆円である（2018年、出所:全国銀行協会
決済統計年報）。
　また、総合研究開発機構（NIRA）のオンライン調査
では、キャッシュレス決済比率が51.8%と政府数値よ
り高く、クレジットカード 31.4%、銀行口座引き落と
し10.5%、電子マネー 5.0%、インターネットバンキ
ング 1.4%、キャッシュカード振り込み0.9%、デビッ
トカード 0.8%、フィンテック決済サービス 0.7%で
あった 5）。
　相対的に所得・学歴が高く、年齢30代以上の人を
中心に、キャッシュレス化が浸透しており、低所得
層、非正規社員、低学歴層、若年層でキャッシュレス
化が浸透していないことが明らかになっている 6）。そ
して、首都圏、観光地のキャッシュレス決済比率は高
く、地域間の格差は大きい。

　現金保有コストは高い

　現金は信用リスクがないため、支払いの際、決済を
直ちに終了できる（ファイナリティ、支払完了性）。さ
らに、誰がいつ、どのようなモノを買ったかといった
価値情報はないため、匿名性が担保されるといったメ
リットがある 7）。
　一方で、現金の短所はいずれも多額の場合、①重く
てかさばり、輸送コストがかかる、②盗難など犯罪に
巻き込まれるリスクが高まる、③銀行に現金を持ち込
むなどの作業が必要となる、などがある。このため、
古くは小切手、その後、クレジットカード、デビット
カード、そして最近は、電子マネーやスマートフォン
決済が、現金決済を代替するものとして登場した。
　キャッシュレスのメリットは、消費者にとって①大
量の現金を持たずに買い物が可能になる、②ネット取
引に不可欠である、③カード紛失・盗難時の被害リス
クが減る、④消費者履歴情報管理、自動家計簿サービ
ス等の利便性が向上する、である 8）。また、事業者に
とっても、①従業員による現金喪失・盗難のトラブル

注）通貨流通高は年末値　出所）BIS
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国・地域

韓国 76.5 19.4 0.1 96.0
英国 11.9 56.6 - 68.5
カナダ 37.8 18.9 - 56.7
オーストラリア 30.8 25.3 - 56.1
スウェーデン 11.9 39.9 0.0 51.8
米国 25.8 20.2 - 46.0
フランス 1.1 35.8 0.0 36.9
スイス 10.3 12.9 0.5 23.8
日本 18.0 0.1 1.7 19.8
ドイツ 0.4 15.2 0.0 15.6

クレジット
カード

デビット
カード

E-マネー
（プリペイドカード）

合計（%）

が減少する、②紙幣に触れるより衛生的である、③現
金の搬出入回数が減少する、といったメリットがあ
る。
　現金（紙幣、貨幣）の保有コストは、意外に高い。
米国では、現金を使うことのコストが年間20兆円を超
えるという試算がある 9）。米国の小売業において、年
間4兆円以上が盗難の被害に遭っているといわれる 10）。
日本でも、野村総合研究所の推計によると、現金決済
インフラを維持するために年間1.6兆円の社会的コス
トが発生しているという 11）。特に、レジ関連業務に最
も時間が費やされている。

　決済、現金保有の国際比較

　日本の現金通貨流通高（対GDP比）は、主要国で最
大である。日本は現金保有構成比が大きく、小口決済
で現金の利用が突出して高いという特徴がある。この
ため、電子決済による恩恵が大きいともいえる（図表2）。
　最高紙幣の現金流通残高対名目GDP比率は、日本

（1万円札）が17%、米国（100 ドル札）は6%、ユーロ
圏（500 ユーロ札）は3%である。現金流通全体に占め

る最高紙幣の割合は、 日本が88%、 米国が77%、
ユーロ圏が23%である。つまり、日本は、欧米と比較
しても、最高紙幣、つまり1万円が大量に保有されて
いる。なお、米国の場合、100 ドル札の流通量は少な
いとみられる。ドルが世界の基軸通貨であるため、海
外において100 ドル札のニーズが高いと推計されてい
る 12）。

　日本の決済市場の特徴

　日本の非現金決済比率は米英よりかなり低く、ドイ
ツに次いで主要国で最低水準である。クレジットカー
ドの構成比が低く、さらにデビットカードの利用はほ
とんど普及していない（図表3）。
　米国では、小切手を使う習慣が古くから普及してい
た。つまり、銀行の口座にある預金残高から、小切手
を使って引き出す仕組みである。デビットカードも、
預金残高から引き出すという点では同じである。この
ため、小切手の習慣が残る米国ではデビットカードが
普及したが、小切手を使うことがほとんどない日本で
はあまり普及しなかった。

図表3  キャッシュレス決済の国際比較（対民間最終消費支出、2016年）　

注）E-マネー未公表の英国、
カナダ、 オ ー ストラリア、
米国をゼロと仮定

出所） 日本クレジット協会
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　欧州では、クレジットカードよりも、デビットカー
ドの利用率が高い傾向にある。米国同様に、小切手文
化であったことや、銀行のキャッシュカードをデビッ
トカードとして使えるという利便性から、デビット
カードの利用が定着している。日本では、デビット
カードの利用が少ない背景として、少額決済に現金や
電子マネーが広く普及していることがある。また、ク
レジットカードの発行審査が海外に比べ緩いため、デ
ビットカードを利用するニーズが生じにくい 13）。

　クレジットカードと電子マネーの現状

　一般社団法人日本クレジット協会によると、2018年
のクレジットカードショッピング額は67兆円であり、
10年前から2倍近い伸びである。クレジットカード決
済の対民間最終消費比率は21.9%であり、 前年の
19.3%から伸びている。クレジットカードはキャッ
シュレス決済の9割を占める。デビットカードの利用
額は、2017年度1.1兆円（出所:日本銀行）と利用額は小
さい。 今後、 電子決済市場が2017年の69兆円から
2025年に113兆円に急拡大すると予想される 14）。
　日本銀行の決済動向によると、電子マネー市場は、
年間5.5兆円の規模である（2018年）。電子マネーは、
IC型（Suica<スイカ>、楽天Edyなど）、サ ーバ ー 型

（WebMoney、Amazonギフト券、スターバックスカー
ドなど）に分けられる。支払い時期により、①前払い
型（プリペイド型）、②後払い型（ポストペイド型）、
③即時払い型（デビット型）に分けられる。
　前払式支払手段の電子マネーとして、Suica、楽天
Edyなどが代表的な形態である。前払式支払手段の年
間発行額は、24兆円（2017年度）であり、発行媒体別
には、IC型が12兆円と最も多く、次いで、サーバー
型が8兆円である 15）。
　ただし、電子マネーは日本以外の主要先進国では、
ほとんど普及していない。また、日本国内でも交通系
カードが普及している関東地方では普及しているが、

地方では普及率が低い。長期的に、電子マネーはス
マートフォンに取り込まれ、ICカード発行枚数は大き
く減ると思われる。

　モバイル決済は日本で拡大するか

　日本のキャッシュレス決済はクレジットカードが中
心であるが、世界的にはモバイル決済を中心にキャッ
シュレス決済が拡大している。日本も、モバイル決済
拡大に向けた政策対応が望まれている 16）。日本は、モ
バイルウォレットやモバイル決済の開発で世界をリー
ドした歴史を持つ。スマートフォンのアプリではクレ
ジットカード、デビットカード、電子マネーなどを一
元的に管理できる。
　モバイル決済技術の一つとして、近距離無線通信技
術（NFC）が挙げられる。非接触ICカードの技術とし
て、 カードやスマートフォンを決済端末にかざす

（タッチする）だけで、決済が完了する。日本ではソ
ニーが開発したフェリカが一般的であり、通信処理速
度が速いという特徴がある。Suicaなど日本国内の電子
マネーのほとんどで利用される。
　国際的には、タイプAやタイプBと呼ばれるNFCが
普及している。タイプAはオランダのNXPセミコンダ
クターズ（旧フィリップ）が開発したもので、世界で最
も普及している。タイプBはモトローラが開発を主導
しており、日本では、マイナンバー、パスポートなど
に利用されている。
　中国では、店舗でQRコードやバーコードをスマー
トフォン上で読み取る方式が急成長している。QRコー
ドを活用したモバイル決済は、中国の他に、アメリカ
のチェースペイ、ウォルマートペイが挙げられる。日
本では、楽天ペイやLINE PayなどがQR方式のサー
ビスを提供している。
　NFCとQRコードの決済は実店舗での対面決済であ
るが、非対面決済としてはキャリア決済（商品・サー
ビス購入代金を携帯料金の代金と合算）とオンライン
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決済（モバイルでのオンライン決済）時に、決済事業
者のプラットフォームを利用する方式がある。
　日本におけるスマートフォンの個人保有率は61%、
世帯保有率は75%である（平成28年通信利用動向調査
報告書 世帯編）。しかし、アンケート調査では店頭で
モバイル決済を利用している人の割合は6%台にとど
まる 17）。言い換えると、アップルペイなど、モバイル
決済の成長の余地が大きいといえる。

　キャッシュレスの社会的費用

　経済学者の宇沢弘文教授の『自動車の社会的費用』
（1974年）によると、社会的費用とは公害、環境破壊
など、第三者あるいは社会全体に及ぼす悪影響（外部
不経済）のうち、発生者が負担していない部分を何ら
かの方法で計測して集計した額をいう 18）。1974年当時
の自動車の社会的費用は、1台当たり年間200万円であ
ると算出した。
　自動車の社会的費用と同様に、松岡（2018年）は、

「フィンテックの社会的費用」を問題視する 19）。フィン
テックにより、新しい決済方法が開発され、導入され
る一方で、小売業やサービス業の現場では、過剰な負
荷がかかっている。つまり、消費者側の利便性が増す
ものの、サービスを提供する側の負荷が増しているの
である。
　コンビニエンスストアのレジでは、Suica、各社QR
コードなど支払い方法の多様化に加え、袋詰め、弁当
の温め、公共料金の収納代行、宅急便の処理など、多
様な業務が必要である。2019年には、24時間営業を
巡って加盟店オーナーと本社が対立する事態も発生し
た。タクシー運転手も、20種類以上の支払い方法への
対応が迫られる。さらに、フィンテックに対応するた
めの設備投資は中小企業にとって大きな負担であり、
これにより中小企業が淘汰される。競争は緩和される
が、商品やサービス価格の上昇につながり、消費者や
ユーザーの利益が減少する。

　 日本政府はキ ャ ッ シ ュ レス 決済を推進するが、
「キャッシュレスの社会的費用」の考慮が求められる。
キャッシュレスは、消費者の利便性をもたらすが、販
売事業者が支払う手数料は負担となる。クレジット
カードは、平均で約3%の加盟店手数料を徴収してい
る。
　そして、クレジットカード払いの資金が販売事業者
の手元に入るまで、半月から1 カ月程度かかる。日本
では、アクワイアラと呼ばれる加盟店管理会社が複数
存在するため、競争原理により、大規模事業者ほど加
盟店手数料が安くなり、中小事業者ほど加盟店手数料
が高くなる傾向にある 20）。
　2019年10月からの消費増税に伴い、加盟店手数料
は3.25%以下の場合、9 カ月の期限付きで、国が手数
料の3分の1を補助する。また、QRコード決済事業者
の中には、利用者へのポイント還元や加盟店手数料の
無料化キャンペーンを行うケースも見られる。ただ
し、手数料の軽減策も、いつまでも続くわけではない。
　モバイル決済の普及と多様化で、実店舗での手間暇
が増えることになろう。 図表4（ 次頁 ）のとおり、
キャッシュレス決済はガラパゴス状態となっている。
QRコード決済に各社が一斉に参入し、市場競争が激
化している。一般に、利用者のアプリを起動し、QR
コードをスキャンし、決済が行われる。Suicaなどの電
子マネーのようにスマートフォンをかざすだけで完了
する方法よりも手間がかかる。その上、クレジット
カードに決済手段がひも付けされていない限り、クレ
ジットカードのポイントはたまらない。消費者に普及
するかどうかは疑問が残る。
　2019年7月1日にサービスを開始した7payで、翌日
に不正利用（被害額3,862万円）が発覚し、8月1日に、
サービス廃止を決定した。サービス終了は9月末で、
わずか2 カ月である。このように安全性を軽視し、安
易に参入することは回避すべきことであろう。また、
QRコードの場合、決済だけで収益化するのは困難であ
り、プラットフォームを提供する企業が決済から得ら
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三井住友カード SMFG 

三菱 UFJニコス MUFG 

楽天カード 楽天 

JCB JCB 

セゾンカード クレディセゾン 

イオンカード イオン

エポスカード 丸井グループ

 

WAON イオン 

nanaco セブン＆アイ・ホールディングス 

Suica JR 東日本

楽天 Edy 楽天

  

Google Pay アルファベット 

Apple Pay アップル

 

 

LINE Pay LINE

楽天ペイ 楽天

PayPay ヤフー

Origami Pay Origami

d 払い NTTドコモ

メルペイ メルカリ

PAY ID PAY

pring pring

Amazon Pay Amazon

銀行ペイ GMO ペイメントゲートウェイ

Bank Pay 日本電子決済推進機構

au PAY KDDI

J-Coin Pay みずほ銀行

7pay（セブンペイ） セブン＆アイ・ホールディングス  

クレジットカード

電子マネー

モバイル（NFC）決済

モバイル
（QRコード）決済

会社 れるデータを収集し、本業の補完や新事業創出に利用
することが想定される 21）。

　中小企業の生産性向上

　キャッシュレス化によって社会的費用が発生してお
り、また、生産性向上に結び付いているのかという論
点もある。特に、企業全体の99.7%を占める中小企業
の労働生産性が課題となっている。中小企業では、人
口減少に伴う人手不足の深刻化が問題となっている。
　労働生産性は、労働者がどれだけ効率的に成果を生
み出したかを定量的に数値化したものである。労働生
産性（1人当たり付加価値額）を見ると、大企業は上昇
傾向にあるものの、中小企業は横ばいであり、大企業
との格差は広がっている 22）。大企業製造業の労働生産
性は1,403万円に対し、中小企業製造業のそれは556
万円である（2017年度）。業種別には、建設業、卸売
業では上昇傾向にある一方で、製造業、小売業、サー
ビス業で横ばいである（図表5）。
　国際比較の観点で見ても、日本の労働生産性は低 
い 23）。日本の時間当たり労働生産性は47.5 ドルであ
り、OECD加盟36 カ国中20位で、1位アイルランドの
97.5 ドルの半分程度である（2018年）。1人当たり労働
生産性は、8万4,027ドルで、OECD加盟36カ国中21
位、主要先進7 カ国の中で最も低い水準である。
　日本では、中小企業を中心に手形取引の商慣習が
残っている。現金による支払いを繰り延べるもので、4
割の下請事業者が利用している 24）。下請事業者には即
座に現金が支払われず、銀行で手形を現金化しように
も割引料などは自己負担となる。電子記録債権（でん
さい）やファクタリング（売掛金の買い取り）も、紙で
はないだけで手形と同じである。
　手形・小切手は貨幣証券と呼ばれ、いわゆる非現金で
キャッシュレスともいえるものの、経済産業省は下請
法等の改正により、下請事業者への支払い手段として、
現金取引を推奨している。適正な取引を推進し、下請

図表4  主なキャッシュレス事業者一覧　

注）QRコード決済の中に、NFC決済に対応して
いるものもある。7payは2019年9月末で終了
出所）各社資料
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注）大企業は資本金10億円以上、
中小企業は資本金1億円未満

出所） 財務省法人企業統計

事業者である中小企業の生産性向上を狙う。手形割引
（期日前の現金化）を行う中小企業は37.9%である 25）。
　金融機関による中小企業への融資は、短期プライム
レートを基準とし、2009年以降、1.475%と横ばいの水
準を維持している。大企業よりも融資の借入コストが
高く、中小企業が手形を利用するインセンティブと
なっている 26）。
　手形交換制度は、企業や個人が発行する手形や小切
手について、受取額と支払額の差額を決済する仕組み
であり、日本銀行もしくは手形交換所で行われる。手
形交換所は、各地の銀行協会が運営する（107 カ所）。
交換所の幹事銀行が決済し、毎日行われている。手形
交換高では、1990年のピーク 4,797兆円から2018年に
は261兆円と18分の1に縮小した。法人企業統計によ
ると、支払手形の残高は、1990年度ピークの107兆円
から、2017年度に28兆円にまで減少している。
　なお、手形取引の減少で、資金余力に乏しい中小企
業は借入依存度を高めることになりやすい 27）。受取手

形を手形割引や裏書譲渡（支払いの代わりに手形を譲
渡すること）に使えないからである。
　全国銀行協会は、生産性向上、社会的費用削減、人
手不足へのさらなる対応のため、手形・小切手の電子
化を進めている 28）。5年間の手形交換高枚数の約6割の
電子化を目指す。日本政府は、「未来投資戦略2017」
で、オールジャパンでの電子手形・小切手への移行を
推進する。全国銀行協会のでんさい（電子記録債権）は
2013年2月に開始されたが、金額ベースで18.5兆円
と、手形交換高の7.0%にすぎない。手形の電子化は
IT導入費用やスイッチングコストがかかるため、中小
企業の負担となる。

　おわりに

　政府が推進するキャッシュレス化は、その目的が不
明確になりつつある。生産性の向上が目的であると考
えられるが、キャッシュレスはこうした目的を達成す

図表5  労働生産性（1人当たり付加価値額）の推移
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経済産業省（2018年）「キャッシュレス・ビジョン」（2018年4月）4 ～ 6頁参照。

キャッシュレス推進協議会（2019年）「キャッシュレス・ロードマップ 2019」（2019年4月）8 ～ 10頁参照。

日本経済再生本部（2018年）「未来投資戦略 2018―「Society 5 .0」「データ駆動型社会」への変革―」（2018年6月
15日）47頁参照。

北村行伸（2018年）「第3章 キャッシュレス化の実態とその課題」『全国銀行協会金融調査研究会報告書：キャッ
シュレス社会の進展と金融制度のあり方』（2018年3月）67 ～ 82頁参照。

NIRA総研（2018年）「キャッシュレス決済実態調査」（2018年9月）

翁百合（2019年）「キャッシュレス社会に向けて何をすべきか―消費者の決済実態分析を踏まえて―」（NIRA オピ
ニオンペーパー no.42 2019年2月）

日本銀行決済機構局（2017年）「BIS 決済統計からみた日本のリテール・大口資金決済システムの特徴」『決済シス
テムレポート別冊シリーズ』（2017年2月）4頁参照。

経済産業省商務流通保安グループ（2016年）「キャッシュレスの推進とポイントサービスの動向」（地域経済応援ポ
イント導入等による消費拡大方策検討会（第1回）配付資料3、2016年12月2日）

1）

2）

3） 

4） 

5）

6） 

7） 

8） 

注

Mikiharu Noma

野間 幹晴
一橋大学 大学院 経営管理研究科 
教授
一橋大学商学部卒業、同大学大学
院博士後期課程修了（博士（商学）取
得）。2002年横浜市立大学専任講
師を経て、04年10月より一橋大
学大学院国際企業戦略研究科助教授

（07年より准教授）に就任し、18
年から一橋大学大学院経営管理研究
科准教授、19年より現職。10年
から11年まで、コロンビア大学ビ
ジネススクール・フルブライト研究
員。 現在、 バンダイナムコホ ー ル
ディングス社外取締役、すてきナイ
スグループの社外監査役も務める。

るための手段にしかすぎない。しかしながら、「キャッ
シュレス・ビジョン」が独り歩きしており、多種多様
な決済手段の登場による小売現場の混乱が起きており、
生産性向上という目的のためにキャッシュレスを導入
したにもかかわらず、意図せずして生産性の低下につ
ながる可能性がある。目的が不明確になり、手段が目
的に変容してしまっているのではないだろうか。
　本稿の冒頭で紹介した、中国では物乞いもキャッ
シュレスで行われるという逸話には、続きがある。実
は、QRコードで支払いを求める物乞いの一部は、会
社のビジネスとして展開されている。つまり、会社か
ら携帯電話を貸与された従業員がQRコードを利用し
て通行人からお金を集めている。このビジネスはQR
コードが普及する以前からあったが、現金でお金を集
めると、物乞いを担当している従業員が集めた全額を
会社に申告せずに、一部を自分のポケットに入れてし
まうという問題があった。しかし、携帯電話を貸与し
QRコードでお金を受け取る仕組みを導入することで、
従業員は集めたお金をポケットに隠すことはできなく
なった。すなわち、こうした会社がQRコードを使っ
た決済を導入した目的は、従業員による過少申告の防
止、言い換えれば粗利管理であった。中国のキャッ
シュレスから学ぶべきことは、少なくないように思え
る。
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Bhaskar Chakravorti and Benjamin Mazzotta （2013）, “The Cost of Cash in the United States” Fletcher 
School and Tufts University, p.35

Bhaskar Chakravorti （2014）, “The Hidden Costs of Cash”, Harvard Business Review, June 26

野村総合研究所（2018年）「平成29年度産業経済研究委託事業 . （我が国におけるFinTech普及に向けた環境整備
に関する調査検討） 調査報告書」（2018年 3月）67 ～ 68頁参照。

Ruth Judson （2012）, “Crisis and Calm: Demand for U.S. Currency at Home and Abroad from the Fall of the 
Berlin Wall to 2011”, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion 
Papers IFDP 1058 , November 2012

日本銀行決済機構局（2017年）「最近のデビットカードの動向について」（決済システムレポート別冊シリーズ、
2017 年 5 月）14 ～ 15頁参照。

電子決済研究所編（2017年）『電子決済総覧 2017 -2018』（カードウェーブ、2017年）山本国際コンサルタンツ 
2017「2020 年の国内電子決済市場は 87 兆円を突破　電子決済比率は 30％へ～さらに 2025 年の電子決済化率
は 37 .9％まで上昇～」（2017年8月21日）

一般社団法人日本資金決済行協会（2018年）「第20回発行事業実態調査統計（平成29年度版）」（2018年10月29日）

二上季代司（2019年）「「キャッシュレス化」、「モバイル化」そして「スマホ証券」」　『証研レポート』1713号（2019
年4月） 1 ～ 11頁参照。

日本銀行決済機構局（2017年）「モバイル決済の現状と課題」『決済システムレポート別冊シリーズ』（2017 年 6 月）

宇沢弘文著（1974年）『自動車の社会的費用』 （岩波新書、1974年）79 ～ 80、166頁参照。

松岡真宏（2018年）「コンビニ従業員やタクシー運転手に「過剰な負担」を強いる日本の未来 ｜「フィンテックの
社会的費用」とは何か」（現代ビジネス、2018年6月8日）

経済産業省（2018年）「キャッシュレス・ビジョン」（2018年4月）29 ～ 30頁参照。

キャッシュレスの未来を考える会編（2019年）『キャッシュレス社会と通貨の未来』（民事法研究会、2019年）78
頁参照。

中小企業庁（2019年）「平成三十年度中小企業の動向・平成三十一年度中小企業施策」（2019年4月26日）51 ～ 53
頁参照。

日本生産性本部（2018年）「日本生産性本部、「労働生産性の国際比較 2018」を公表」（2018年12月19日）

経済産業省（2018年）「60秒解説　え？　まだ手形で支払ってるんですか?!」（METI Journal、2018年1月15日）

中小企業庁（2016年）「手形支払いについて」（2016年10月）

小倉隆志「手形から電子記録債権へ～公正取引委員会からの要請に伴い激変するファイナンス環境【第2回】「手
形取引」を継続せざるを得ない中小企業の現状」（幻冬舎 GOLD ONLINE、2017年4月5日）

東京商工リサーチ（2019年）「2018年「手形・でんさい」動向調査」（2019年4月23日）

手形・小切手機能の電子化に関する検討会（2018年）「手形・小切手機能の電子化に関する検討会報告書」（2018年
12月14日）
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特 集 論 文

　1. 世界で進むキャッシュレス化

　21世紀に入 っ て先進国だけでなく、 途上国でも
キャッシュレス化が進んでいる。その背景には、通信
技術の発達や携帯電話・スマートフォンなどのより高
度な処理が可能なデバイスの普及、銀行預金の振り替
えに使われるリアルタイム決済システムの導入、暗号
化を含む、より安全で高速な通信技術などがある。日
本ではキャッシュレス化が遅れているといわれている

が正しくない。コンタクトレス決済に使われるNFC
（近距離無線通信技術）やオンライン銀行の導入時期
などでは世界に負けていない。日本は技術はあるもの
の、普及に問題を抱えており、「遅れた」のではなく

「抜かれた」という方が正しい。
　キャッシュレス化は世界で進んでいるものの、地域
によって人々が利用可能な支払い手段が異なり、サー
ビスを提供している事業者の業態も異なるため、地域
によって普及しているものが異なる（図表1）。欧米で
は銀行口座の保有率が高いことから、デビットカード

キャッシュレス化は世界で進んでいるが、地域によって使われている手段が異なる。
途上国では、キャッシュレス化により送金などの金融サービスにアクセスできるようになる
金融包摂が実現している。金融包摂は国連のSDGsにも含まれているが、
世界各地で人々の生活向上に役立っている。
一方で、先進国ではキャッシュレス化に取り残される人々が問題となっている。
低所得者や障碍者など経済的に弱い立場に立たされている人々への配慮が欠かせない。
キャッシュレス化は支払い行動のデジタル化であり、デジタルエコノミーを支える社会的基盤の一つである。
全ての人が使えるようなサービスを展開しなければならず、社会問題の解決に役立てるべきである。

キーワード
キャッシュレス　金融包摂　SDGs　金融疎外　デジタルエコノミー

キャッシュレス化は
社会を分断するのか

東洋大学 経済学部 教授／日本キャッシュレス化協会 代表理事

川野 祐司 Yuji Kawano

2ICT
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電子マネーは通信企業、EC企業、配車企業などさま
ざまな種類の企業が発行しており、自社サービスだけ
でなく広く汎用的に使えるものもある。個人間の受け
渡しが可能なものや複数の国で展開しているサービス
も多い。
　アフリカでも電子マネーの乱立が問題となってお
り、電子マネー利用の75％が現金から電子マネーに交
換するキャッシュイン、または、電子マネーから現金
に交換するキャッシュアウトになっている。互いに
使っている電子マネーが異なるため、個人間の受け渡
しでも間に一度現金を挟む必要があり、利便性が低
い。この問題をA2A interoperability（account to 
account interoperability）という。この問題に対処す
るために、南アフリカの通信企業MTNがGSMA、オ
レンジと共同でMowaliをサブサハラ 22 カ国で展開し
ており、電子マネーの相互利用が始まっている。

（日本でいう銀行のキャッシュカード）やクレジット
カードが利用されており、プラスチック製のカードか
らスマートフォンに入ったアプリへの切り替わりが進
みつつある。北欧では銀行が支店やATMの削減によ
る利便性の低下をアプリ の提供で補 っ ている。 ス
ウェーデンでは銀行が共同でSwishを展開し、ノル
ウェーではDNB銀行が開発したVippsを開放して他の
銀行も使えるようにしている。利用者目線を重視する
のであれば、サービスの乱立が問題であることは明ら
かである。利用者には小売店も含まれる。乱立によっ
て小売店にとっては多数のサービスへの対応コストが
発生し、消費者にとっては選択肢が多過ぎることによ
る選択の放棄が発生する。選択肢が多過ぎることの問
題点は行動経済学が明らかにしている。
　途上国での銀行口座保有率は高まりつつあるものの、
依然として世界では20億人近くの成人が銀行口座を
持っていないことから、電子マネーが普及している。

キャッシュレス化は
社会を分断するのか

図表1  各国のキャッシュ	
  レスの状況

出所）川野（2019）より作成

現金の流通残高が減少傾向にあり、2023年にはほぼゼロになると見られている。Swish
は人口の60％を超えるユーザーを獲得している。窓口で現金を取り扱わない銀行は半数
を超え、ATMの撤去も進む。

デビットカードのDankortと、Danske銀行が開発したMobilePayが普及している。二つ
のサービスによる店舗の囲い込み競争が生じている。

DNBが開発したVippsを開放したことで人口の半数を超えるユーザーを獲得。

銀行預金の振り替えができるiDEALが普及。国内の公共交通では乗車後のチケット現金
販売が終了している。デビットカードが普及している反面、地元のスーパーなどクレジッ
トカードが使えないところも増えつつある。

キャッシュレス比率は日本と同じ程度。レストラン、カフェ、券売機など多くの場面で現
金のみ受け付けが残る。

クレジットカードの保有者が多いが、近年はモバイルペイメントのVenmoやZelleが若
い世代を中心に普及。

サファリコムが提供するM-PESAが普及。手数料はかなり高いが、ガラケーでも送金がで
きる。M-PESAはアフリカやアジアなど10カ国に展開。

クレジット、デビットなどの機能を持つ銀聯カードは世界中に加盟店を持つ。ウィー
チャットペイ、アリペイは人口の半数近くのユーザーを獲得している。

スウェーデン

デンマーク

ノルウェー

オランダ

ドイツ

アメリカ

ケニア

中国
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　2. キャッシュレスと金融包摂

　キャッシュレス化はフィンテックの一部であり、新
しい技術を用いることで、これまで実現できなかった
サービスを展開できるようになっている。インシュ
テック（保険と技術の造語）による自動車にセンサーを
取り付けて走行距離や運転状況に応じて課金する保険
や、DLT（分散型台帳技術、データ管理の透明性と手
続きの自動化などの特徴がある）による所有権管理や
貿易金融など、これまでにない新しいサービスが登場
したという意味だけでなく、低所得者に対する少額融
資など理論上は現在の技術でも実現可能であるが、実
際にはサービスが提供されてこなかったものも含まれ
る。後者を金融包摂（financial inclusion）といい、低
所得者や途上国の人々など金融サービスにアクセスで
きなかった人々が、新しい技術によって金融サービス
を利用できるようになってきている。先進国でも、こ
れまで銀行から相手にされなかったスタートアップ企
業がクラウドファンディングを利用して資金調達でき
るようになってきており、これも金融包摂の一例であ
る。
　金融サービスにアクセスできない人々は金融疎外

（financial exclusion）されているが、その理由として主
に二つの問題があった。第1はクレジットスコア（信
用履歴）がなく信用度合いを評価できないというもの
である。クレジットスコアは金融機関側のリスク管理
や金利の設定のために欠かせないが、銀行口座がなく、
クレジットカードなどの使用履歴がない人々を評価す
ることが難しかった。この問題に対しては、電子マ
ネーの普及が解決に役立っている。電子マネーの支払
い履歴などからスコアを算出することができれば、融
資などに利用できる。アリペイを展開しているアント
フィナンシャルは、ゴマ信用というスコアリングを
行っている。信用履歴、行動傾向、履行能力、経歴の
特性、人間関係の5分野からスコアを算出し、350 〜

950点で評価する。スコアが高い人にはレンタカーの
デポジットが不要になるなどの特典を付けており、
人々がアントフィナンシャルに積極的に情報を提供す
るように仕向けている。アントフィナンシャルによれ
ば、ゴマ信用という名前の由来は食物のゴマであり、1
粒では体にとって栄養にはならないがたくさん集まる
と体にとって有益だという意味があるとしている。
ビッグデータの重要性を示唆している。
　金融疎外の第2の問題点は、融資額などの金額が小
さ過ぎてシステム開発や人件費などのコストに見合わ
ないというものである。2010年代に入って、世界の銀
行はプライベートバンキングの展開を進めている。金
融資産1,000万 ドル 以上などの富裕層に対して、 リ
レーションシップマネジメント、タックスマネジメン
ト、アセットマネジメントなどのサービスを提供して
いるが、顧客一人一人から十分な収益を得られるため、
プライベートバンカーと呼ばれる担当者の教育コスト
や人件費などを吸収できる。しかし、途上国の人々
は、例えば500 ドルのような低額の資金を必要として
いるため、金融機関が人材教育やシステム開発をして
も割に合わない。電子マネーやAIなどを利用して融資
判断や送金にかかるコストを可能な限り下げることで
少額融資がコストに見合う事業になり、多くの人が融
資を受けられるようになった。

2.1　国際送金
　途上国の人々の重要なニーズとして国際送金があ
る。本人も家族も銀行口座を持っていなければ、国外
の出稼ぎ先から家族に送金するには現金を持参・郵送
するしかなく、安全性と利便性の面で問題がある。国
際農業開発基金（IFAD，2017）によると、国際送金業
者や電子マネーの利用が増えつつあるものの、現金に
よる送金は依然として送金全体の90％を占めている。
WorldRemitやWestern Unionなどの国際送金業者は
銀行より安い手数料で国際送金を行っている。イン
ターネットの普及により、郵送や電信の時代よりも安
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2030年までに男女や貧富を問わず経済的リソースを使えるようにすること。これには新
しい技術の利用やマイクロファイナンスなどの金融サービスも含まれる。

女性も男性と同じように土地などの資産の所有権を得て、金融サービスなどにアクセス
できるように国内法を改正すること。

雇用を創出して起業やイノベーションの進展を促す経済政策を採用すること。政策には
零細企業や中小企業が金融サービスにアクセスしやすくすることも含まれる。

銀行や保険などのサービスを全ての人が利用できるようにする。
人口10万人当たりの銀行口座数、人口10万人当たりのATM数をモニターする。

小規模企業も妥当な条件でのクレジットラインや融資を受けられるようにする。

2030年までに国際送金のコストを送金額の3％未満にすること。

途上国の人々が資金を動かす手段を複数確保すること。

1.4

5.a

8.3

8.10

9.3
10.c
17.3

全でスピードの速い通信が可能になったことで、近年
は着金までのスピードが短縮され、手数料の引き下げ
競争も生じている。
　国際送金のコストについては、200 ドルを送金する
のに何％の手数料が必要かという国際指標がある。
2019年第1四半期時点で世界平均は6.9％と、2008年
の9.8％からは低下しているものの、依然として高い水
準にある。特にサブサハラ諸国では9.3％と世界平均
よりもはるかに高い（KNOMAD, 2019）。業態別では
銀行を経由した送金が最も手数料が高く、一方で電子
マネーの手数料は低い。複数の国で展開している電子
マネー業者にとって、国際送金は国内送金と同様に自
社のシステム内で完結できるため、ユーザー獲得のた
めに手数料を引き下げることができる。
　 国際送金は途上国の経済成長につながっ ている

（IFAD, 2017）。出稼ぎ先で稼いだ所得のうち15％が
家族への送金に回る。仕送りを受ける家族の収入のう
ち60％が出稼ぎしている家族からの送金であり、受け
取った金額の25％を貯蓄や投資に回している。国内送
金も含めて、家族が受け取った金額のうち貯蓄に回る
金額は世界全体で年間1,000億ドルに上るとされてお
り、より良い教育、健康状態の改善、貯蓄、資産への
投資、事業への投資資金に充てられている。家計に余

裕が出てくれば、住宅購入、銀行口座開設、保険購入
など金融サービスの利用の幅が広がり、農業や家族事
業に対して融資を受けることもできるようになる。マ
クロレベルでは厚みのある金融市場が形成され、消費
や貯蓄が増加し、平均的な教育水準が高くなることで
経済成長が促される。国際送金の手数料が下がり、よ
り多くの人が利用できるようになれば、途上国の人々
の生活水準の向上が見込める。
　なお、国際送金の分野では、仮想通貨（暗号通貨）
も有力な手段の一つとなる。簡単に国境を越えること
ができ、手数料を抑えることが可能であり、着金まで
のスピードも速い。ビットコインのブロックチェーン
は現在のところ強固なデータベースであり、利用価値
が高い。近年は財団等が発行する仮想通貨も多く、中
央集権的な管理により大量の取引を短時間で実行でき
るようになっている。また、発行主体が仮想通貨の発
行額と同額の資産を保有することで仮想通貨の価格を
安定させるステーブルコインも発行されている。ス
テーブルコインは機能面では電子マネーに近い。

2.2　金融包摂とSDGs
　 金融包摂はSDGs（Susta inab le Deve lopment 
Goals：国連による持続可能な開発目標）にも含まれて

図表2  金融包摂と関連のある
	   SDGs項目

出所）SDGs項目より作成
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電子マネーを利用する人々は、利用しない人々に比べて貯蓄額が3倍になった。

デジタル支払いの導入により、医療従事者の給与受取までの期間が1カ月から
1週間に短縮された。

女性が経済的に支えている家計においてデジタル貯蓄口座を利用することで
教育への支出が20％増加。

発電量に応じて課金する方法で太陽光パネル代金を融資。50万人に信用スコ
アが付くようになった。

小規模小売店がキャッシュレス支払いを導入したことで収入が30％増加。

税支払いのデジタル化を進めたことで、6年間で40億ドル相当の税収増。

ブルキナファソ

シエラレオネ

ネパール

ガーナ、コートジボワール

メキシコ

ジョージア

国 事例

いる。SDGsは17分野からなるが、それぞれの分野に
は数値やアルファベットが付けられた細分化された目
標もあり、図表2（前頁）のように多くの項目が金融包
摂と関係している。キャッシュレス化と直接関係のあ
る項目は、8.10と10.cであるが、途上国の人々が適切
なクレジットスコアを得られて、妥当な金利水準で資
金が調達できるように複数の目標が立てられている。
　金融包摂に関する実績はすでに世界各地で見られる。
個人レベルでは家族間の送金ができるようになり、マ
イクロファイナンスなどの形で融資を受けられるよう
になる。図表3のブルキナファソの例のように、家計
の貯蓄が増加したという報告も多い。電子マネーのア
プリに貯蓄機能があることで貯蓄をするという習慣が
身に付いたり、女性が家計の管理に参加できるように
なったりしたことが背景にあると思われる。現金に比
べて電子マネーの方が収支を管理しやすく、家計の透
明化が進むことで消費計画が立てやすくなる。
　ガーナなどでは太陽光パネルに対して融資が行われ
ている。太陽光パネルが発電した電力は販売すること
ができるため、本人に返済能力があるかどうか分から
なくても将来の売電収入を見込んで融資することがで
きる。画用紙程度の大きさのミニパネルも含めると、
世界全体で200万人に太陽光パネル融資が行われてい

る。ミニパネルを設置してスマートフォンなどの充電
に課金する事業を始めることもでき、個人の売電事業
者が増えて収入増加につながるとともに、電力が届い
ていない地域でもスマートフォンが使えるようになり、
さまざまな情報を手に入れることができるようになる。
これまで不当に安く買いたたかれていた地方の個人農
家は、農産物市場の相場情報をもとに交渉することが
できるようになり、経済的立場が強化される。
　キャッシュレス化が進むことで、お金が誰から誰に
いくら支払われたのか明確に分かるようになる。納税
をキャッシュレス化して納税データのデータベース化
を進めることで、職員が税金を着服するなどの汚職を
減らすことができ、税務調査も含めた徴税コストを引
き下げることができる。企業が行う支払いや受け取り
を全てキャッシュレス化することができれば、企業に
よる脱税を防ぐこともできる。現金商売では、本来は
商品を売って収入があるのに、商品が盗まれたことに
して収入を低く見せるなどの記録の改

かいざん

竄が可能になる。
この問題は、途上国だけでなく先進国でも課題となっ
ている。キャッシュレス化が事業者にとって負担とな
るようでは普及は難しく、キャッシュレス化された
データが会計ソフトと連携して業務負担が減るような
仕組みが欠かせない。日本ではキャッシュレス化は徴

図表3  金融包摂の例

出所）UNCDF （2018）より作成
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電子マネーを利用する人々は、利用しない人々に比べて貯蓄額が3倍になった。

デジタル支払いの導入により、医療従事者の給与受取までの期間が1カ月から
1週間に短縮された。

女性が経済的に支えている家計においてデジタル貯蓄口座を利用することで
教育への支出が20％増加。

発電量に応じて課金する方法で太陽光パネル代金を融資。50万人に信用スコ
アが付くようになった。

小規模小売店がキャッシュレス支払いを導入したことで収入が30％増加。

税支払いのデジタル化を進めたことで、6年間で40億ドル相当の税収増。

ブルキナファソ

シエラレオネ

ネパール

ガーナ、コートジボワール

メキシコ

ジョージア

国 事例

デビットカードを持つことができない。

地域のコミュニティーで現金しか受け付けていない。

高速インターネットに接続できない。

クレジットカードを持つことができない。

障碍やメンタルヘルスのためデバイスが使用できない。 2％

4％

6％

6％

7％

税の強化というイメージが先行しているように見受け
られるが、脱税を防ぐことによる税負担の公平性を実
現させる手段だといえる。
　キャッシュレス化が進むことでマイクロファイナン
ス事業参入へのハードルが下がっており、現金時代よ
りも多くの人々が融資を受けられるようになっている。
金融包摂の恩恵にあずかれる人々が増えていると同時
に、問題も広がっている。安易な融資や融資の押し付
けなどにより、経済的に困難な立場に追いやられる
人々の急増が問題視されている。新しい金融ツールの
登場が家計の借入の急増をもたらし、バブル経済の発
生と崩壊につながることは先進国も経験している。適
切な金融教育や貸出規制などを整備する必要がある。

　3. キャッシュレスと金融疎外

　第1節で見たように、先進国では銀行口座とスマー
トフォンがセットになったモバイルペイメントが普及
している。つまり、銀行口座やスマートフォンなどの
デバイスがない人はキャッシュレス化に参加できない
ことになる。低所得者、移民、障碍者など経済的に弱
い立場に置かれている人々にとっては、キャッシュレ
ス化への移行そのもののハードルが高く、キャッシュ

レス社会に移行できずに取り残される恐れがある。実
際にアメリカでは、ニュージャージー州、サンフラン
シスコ市、フィラデルフィア市など、現金で支払いた
い人を拒否してはならないというキャッシュレス禁止
法案が増えつつある。
　イギリスでは、このままキャッシュレス化が進むと
800万人が取り残されるという研究報告が公表されて
いる（Access to Cash Review, 2019）。 日本では
キャッシュレス化に対応できるのは若い世代で、高齢
者が対応できないという年齢による分け方が一般的な
見方になっているが、イギリスの報告では年齢ではな
く所得が重要だとされている。図表4のような理由が
キャッシュレス化への移行を妨げており、社会政策に
よる対応も欠かせない。高齢者は確かに新しい技術を
習得することが難しいかもしれないが、高齢者には低
所得者が多いということを念頭に置く必要がある。
キャッシュレス化が進むことによって、より便利な新
しい技術を使える人々と、入手がますます困難になる
現金に頼って生活する人々に二分化されてしまう。
キャッシュレス化は金融疎外を生み、社会を分断しか
ねない。
　イギリスには、現金だけで生活している人が220万
人、銀行口座がない人が130万人、金融面での問題を

図表4  キャッシュレス化に取り残される人々（複数回答）

出所）Access to Cash Review （2019）より作成

19Vol.40 2019 Winter



特 集 論 文

抱えている人が410万人存在する。キャッシュレス化
が進んで現金がほとんど流通しない社会になれば、こ
れらの人々は取り残されることになり、経済活動その
ものに支障を来すことになる。この問題はイギリスに
とどまらず、全ての先進国にも当てはまる。例えば、
現金には視覚障碍者が触って区別することができる
マークが印刷されているため自分で支払額や受取額を
確認できるが、クレジットカードや電子マネー、QR
コード決済では視覚障碍者は相手が正しい金額を入力
していることを信用するしかない。また、モバイルペ
イメントやQRコード決済ではスマートフォンを扱え
ることが前提となっているが、現在の方式では幼い子
どもや知的障碍者が使いこなすには難しい面もある。
　アメリカの小売店New Storeでは、店内の買い物は
キャッシュレス化しているものの、Gift Cardと呼ばれ
る電子マネーカードのチャージ機を店内に設置してい
る。アメリカには移民や不法移民が多いが、彼らの多
くは銀行口座を持つことができないため、デビット
カードやクレジットカードを使えない。しかし、現金
生活をしている人もNew Storeに来れば、チャージ機
でカードを手に入れて現金をチャージすることができ、
キャッシュレスな支払いをすることができる。
　イギリスのロンドンやスウェーデンのストックホル
ムなどでは、市がホームレスに対してQRコードを付
与している。彼らは路上で喜捨を受け取るが、近年は
通行人が現金を持っていないために収入の減少に直面
している。QRコードを使うことで、キャッシュレスな
支払いを受けることができ、収入の減少を食い止める
だけでなく、市がホームレスの人々の状況を把握する
こともできるようになる。オランダではコンタクトレ
ス決済に対応できるジャケットを配布している。ジャ
ケットのポケット部分にコンタクトレス決済ができる
デバイスが縫い込んであり、デビットカードやクレ
ジットカードで支払いができる。ただし、筆者が2019
年8月にオランダを訪れた際には、紙コップを地面に
置いて現金による喜捨を求める人々を多く目にした。

金融疎外への対策はまだまだ始まったばかりだといえ
る。

　4. 社会の分断を防ぐには

　これまで見てきたように、途上国ではキャッシュレ
ス化は金融包摂を実現させており、人々の経済的立場
の強化や経済成長に寄与している。一方で、先進国で
は低所得者や障碍者など、キャッシュレス化社会で必
要なデバイスの購入や操作の面で問題を抱えている
人々が金融疎外されるリスクがある。途上国と先進国
の状況は相反するように見える。しかし、状況は先進
国も途上国も同じであり、スマートフォンなどのデバ
イスを活用できる人々はより便利な生活を享受してい
る一方で、金融疎外されている人々が存在する。途上
国では金融包摂に注目が集まって、金融疎外されてい
る人々がクローズアップされていないだけであり、い
ずれは同じ課題への対処を求められるようになる。
　これまでも、所得の高い人々はクレジットカードな
どを使うことができ、所得の低い人々は現金生活を
送っていた。多くの店舗が現金を受け取り、ATMや
キャッシュアウト（デビットカードで商品代金よりも
多めの額を支払い、その差額をレジから現金で受け取
ること）できる店舗が多く、現金の社会的コストが問
題視されることはなかった。利用可能な支払い手段と
いう点ですでに社会は分断されていたが、大きな問題
とはなっていなかった。しかし、キャッシュレス化が
進んで現金の入手がより困難になり、現金の支払いが
できる場所が減ってくると、社会の分断がより強調さ
れることになる。キャッシュレス化は社会を分断する
のではなく、社会の分断を強調するのだといえる。
　現在進んでいるキャッシュレス化は、キャッシュレ
スな支払いを望む人だけが参加すればよく、キャッ
シュレス化に対応したくない人や対応できない人は現
金を使えばよい、という状況になっている。さまざま
な事情を抱えた人々への対応がおろそかになっている
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が、キャッシュレス化が進んで現金の流通がほとんど
なくなるようになると、好きな人だけ使えばよい、と
はいえなくなる。キャッシュレスな支払い手段は真に
ユニバーサルなものでなければならなくなり、そのた
めの準備は現在から始めなければならない。
　かなり先になるだろうが、将来は全ての新生児にID
番号などが登録されたチップが埋め込まれるようにな
り、このチップを使って支払いができるようになるだ
ろう。すでに、スウェーデンでは手の甲にチップを埋
め込んでIDとして使う人が徐々に増えつつある。しか
し、現時点での有力な手段はプラスチック製のカード
になるだろう。クレジットカードと同じ大きさのカー
ド型電卓のように、小さな太陽光電池や液晶パネルを
搭載し、指紋認証や音声認識の機能を持たせておく。
日本では銀行口座の保有率が非常に高いため、銀行口
座にひも付けておけば利便性が高いが、電子マネーと
してチャージする機能も持たせておけば口座がない人
も使えるようになる。家計管理機能やAIによるアドバ
イス機能なども盛り込めるだろう。クレジットカード
の2倍程度の厚さであれば簡単に持ち運べる。カード
が上下にスライドするようにすれば、液晶画面を大き
く取ることができる。お金を受け取る、お金を支払う。
残高を確認する、などの基本的な機能を誰でも簡単に
使えるようなデザインも欠かせない。このようなカー
ドを全ての人に配布すれば取り残される人を生まずに
済む。
　キャッシュレス化は支払い行動のデジタル化であ
り、デジタルデータが活用できれば社会問題の解決に

Yuji Kawano
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もつながる。例えば、現在は経済的な問題のために栄養
状態が悪い子どもの数をリアルタイムで知ることができ
ない。しかし、キャッシュレス社会では子どもを持つ親
の支払い状況から、子どもの栄養状態を推測することが
できるようになる。助けを必要とする子どもをいち早く
見つけることができ、問題の悪化を阻止できる。デジタ
ルエコノミーは新しいビジネスを生み出すだけでなく、
立場の弱い人々の状況を改善させる役にも立つ。キャッ
シュレス化はデジタルエコノミー時代の基礎的なインフ
ラの一つであるだけでなく、社会問題として考えなけれ
ばならない対象なのである。
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　1. キャッシュレスとプロファイリング

（1）問題設定　
　キャッシュレス社会、というテーマをいただいた。筆
者は既に、キャッシュレス決済と個人情報の関係につ
いて整理したことがあり 1）、この点についての研究を
広げるのであれば、「仮想通貨」が「暗号資産」となっ
た資金決済法等の改正2）であるとか、決済法制の一元

化の議論3）について紹介するというのも一つの手であ
ろうが、ここでは、キャッシュレスの推進政策の中に
現れた、古典的な消費者保護と現代的な消費者保護の
交錯の姿を描いてみよう。具体的には、割賦販売法の
改正を巡る議論の中で論点となった、指定信用情報機
関の信用情報の使用義務についての捉え方である 4）。
これをクレジット過剰与信規制の緩和と捉え、多重債
務への警戒を示すのが、古典的な消費者保護である。
他方、プロファイリングによる与信について、適切な

キャッシュレスの推進政策の一環として、割賦販売法の改正を巡る議論の中で
指定信用情報機関の信用情報の使用義務の免除が議論されている。
①古典的な消費者保護では、クレジット過剰与信規制の緩和と捉え、多重債務への警戒を示す。
指定信用情報機関の信用情報の使用義務免除策の中では種々の理由が示されるが、必ずしも説得的ではない。
②現代的な消費者保護では、プロファイリングによる与信について、
適切な歯止めが設けられているかが問題となる。いわゆるリクナビ事件、
情報銀行の検討における信用スコアの議論が参照され得る。法令上の規律を加える場合は、
わが国のプロファイリング規制の嚆

こ う し

矢となる。

キーワード
キャッシュレス　プロファイリング　消費者保護　指定信用情報機関　信用スコア

キャッシュレス、
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テムの開発・普及により、決済手数料の負担感がなく
なる社会を目指す。」「多くの消費者や中小企業・小規
模事業者が広く、簡単に、かつ低コストでキャッシュ
レス決済を利用できるようにするため、手数料の引下
げや端末導入支援、民間が提供するキャッシュレス決
済手段の選択肢の多様化などの環境整備を図る。」とさ
れているところ 10）、指定信用情報機関への加盟に伴う
費用が、キャッシュレス決済事業のコストを引き上
げ、ひいては、キャッシュレス決済の加盟店手数料を
引き上げているというロジックである。なお、クレ
ジットカードの加盟店手数料は、「利用金額に対して
家電量販店やコンビニエンスストアは1～1.5%、百貨
店は2 ～ 3%、一般小売店・専門店は3 ～ 5%、バーや
クラブなどの飲食店の一部では4 ～ 8%」であるが、交
渉の余地はあるとされている 11）。確かに、クレジット
カード会社は、加盟店手数料を主たる収入源とするの
であり、指定信用情報機関の加盟に伴う費用もここか
ら賄わなければならないとすれば、指定信用情報機関
への信用情報の使用義務を免除することによって、
キャッシュレス決済の導入を進めようという政策は、
一応の理由があることになる。

　2. 古典的な消費者保護：クレジット過剰
　　 与信緩和を許す立法事実はあるか？

　しかしながら、クレジット会社（より詳細には、包
括クレジット事業者と個別クレジット事業者）におい
て指定信用情報機関の信用情報の使用義務が課せられ
ているのは、日弁連によれば、『年収－クレジット債
務（年間支払予定額）－生活維持費＝支払可能見込額』
という客観的かつ統一的な算定方法による支払可能見
込額調査を行う義務（割賦販売法第30条の2第1項）を
課した上で、全ての与信業者が指定信用情報機関の会
員となり、同機関に対し、①与信審査における信用情
報を照会する義務（同法第30条の2第3項）、②与信情
報を登録する義務（同法第35条の3の56第2項）、③残

歯止めが設けられているか、という観点は、現代的な
消費者保護といえよう。
　以下では、なぜ、キャッシュレスの推進という文脈
で、プロファイリングによる与信という推進策が生じ
るのか、そこに消費者保護の観点から問題がないのか
を、解説していく。

（2）指定信用情報機関の信用情報の使用義務免除は
　  キャッシュレスを推進するか？
　そもそも、なぜキャッシュレス社会を推進しなけれ
ばならないのか。この点について、経済産業省は、「今
後我が国は、少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口
減少の時代を迎え、国の生産性向上は喫緊の課題とい
える。キャッシュレス推進は、実店舗等の無人化省力
化、不透明な現金資産の見える化、流動性向上と、不
透明な現金流通の抑止による税収向上につながると共
に、さらには支払データの利活用による消費の利便性
向上や消費の活性化等、国力強化につながる様々なメ
リットが期待される。」とする 5）。2019年2月14日には
銀行口座を持たない住民についての配慮から、米国
フィラデルフィア市が、現金払いを受け付けない店舗
を禁止する条例を成立させ 6）、暗号資産は「不透明な
現金流通の抑止による税収向上」どころか、マネーロ
ンダリングの温床となるなど 7）、キャッシュレス社会
を推進しようという命題そのものに直ちに反論が加え
られ得る状況ではあるが、とりあえずは前提としよう。
そして、政府は、「今後 10 年間（2027 年6月まで）に、
キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とするこ
とを目指す」ことを目標としている 8）。
　指定信用情報機関の信用情報の使用義務を免除する
と、なぜキャッシュレス社会が推進されることになる
のか。この点については、日弁連の、クレジット過剰
与信規制の緩和に反対する意見書9）において、経済的
理由によるものと推測されている。すなわち、未来投
資会議等による2018年11月の「経済政策の方向性に
関する中間整理」においては、「安価で簡便な決済シス

キャッシュレス、
プロファイリング、消費者保護
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高変動情報・延滞情報を登録する義務（同条第3項）を
課すことを定め」ることによって、「各社独自の与信審
査基準ではなく統一的な与信審査基準を用いること、
及びクレジット業界全体で個人別のクレジット債務の
全体像を把握して与信審査に利用することとし、もっ
て多重債務問題を業界全体で防止する」ものである。
これによって、「クレジットカード等の交付・付与時
の与信審査に当たって指定信用情報機関への信用情報
の照会や与信情報の登録を行うことは、単に個別与信
業者の貸倒リスク回避のための自衛手段にとどまるも
のではなく、クレジット業界全体のクレジット債務額
を集約して相互に利用することによって過剰与信を防
止するという多重債務防止の社会的要請に基づくセー
フティネットとしての役割を果たしている」とされる12）。
　これに対し、小委員会中間整理は、「当時の議論の
中心は、訪問販売等による次々販売に係る個品割賦購
入あつせん取引に置かれていたが、実際には、支払可
能見込額調査及び指定信用情報機関の信用情報の使
用・登録義務は、割賦購入あつせん業者一般について
措置された。今回の検討は、当時とは異なり、近時、
テクノロジーの進化により、以下の通り、ビッグデー
タ・AI 等の技術・データを用いて与信審査ができる
ようになる中で、現在の技術環境や消費者保護を巡る
状況等を踏まえ、クレジットカード（包括信用購入あ
つせん）の分野におけるこれらの措置のあり方につい
て行われたものである。」として、前提が異なることを
強調し 13）、「一方、事業者の実態をみると、クレジッ
トカード会社では、割賦販売法の支払可能見込額調査
は行いつつも、別途、技術・ノウハウを活用しつつ膨
大な実績データ等に基づきより精緻なスコアリングモ
デルによる与信審査を行い、これを重要な判断要素と

している企業もある。」等として、「技術・データを活
用した与信審査」が優れていることを強弁する 14）。こ
こから、「与信審査において、かつては考えられなかっ
たようなデータも含め、様々なデータを利用すること
が技術的に可能となっている中、一律の規制ではなく
柔軟な規制により、技術革新を取り込みつつ、より精
緻な与信審査を促進することは、より安全で安心なク
レジットカード利用環境を整備するうえで、有効な手
段である。」「また、技術・データを活用した与信審査
を許容し、与信イノベーションを促進することを通
じ、より高度な分析手法が生まれるとともに与信審査
の精度が向上する。これが過剰与信防止に結びつくよ
う運用されることにより、更なる過剰与信防止の精緻
化につながるといった、好循環を生み出すこととな
る。」とするのである。もちろん、事業者各社が「技
術・データを活用した与信審査」について研究開発を
進めていることは間違いないが、その運用成績につい
て一切の客観的データを交えずに、楽観的な想定のみ
で議論を展開している点は、疑問が残る。論理はさら
にここから一足飛びし、「過剰与信を防止するための与
信審査における手法についても、技術・データの活用
が進む中、割賦販売法において、「性能規定15）」の考え
方を導入し、こうした技術革新を適切に取り込んでい
くためのより柔軟な規制の枠組みとすべきである。」

「画一的な与信規制によらず、性能規定により各社が
技術・データを用いた与信手法を行う場合、各企業の
与信管理体制及びそれを監視するガバナンスが重要と
なる。」として、「リスクベース・アプローチ」、「事前
チェック及び事後チェック（プレッジ・アンド・レ
ビュー）」の導入をうたうのである 16）。
　このように、「技術・データを活用した与信審査」が
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優れており、イノベーションを促進するということを
所与として、「性能規定の考え方に基づき、購入履歴
等のビッグデータ・AI 分析や過去データ・ノウハウ
に基づく与信審査により、支払可能な能力を判断でき
るものとして、支払可能見込額調査を行わない場合に
は、支払可能見込額調査の算定式を用いず、技術・
データに基づく与信モデルを用いることとなるため、
必ずしも指定信用情報機関の信用情報の使用は必要と
はならない。このため、当該情報の使用を一律の義務
としては課さないことが適当である」とし、「少額・低
リスクのサービスで指定信用情報機関の信用情報を使
用せずとも与信できる場合には、以下の理由から、登
録義務を課さないとすることが考えられる。」と結論付
けた。その理由としては、①新たに登場している少
額・低リスクのサービスは、従来型のクレジットカー
ドサービスとはマーケットが異なっているのではない
か。②自ら指定信用情報機関の信用情報を使用しない
にもかかわらず、他社による利用のためにコストを払
い、登録しなければならないとすることは妥当ではな
いのではないか。③日常生活・趣味等の数千円～数万
円のサービスに係る債務の登録コストに対し、当該信
用情報を使用する有効性（費用対効果）は低いのではな
いか。④イノベーションと消費者保護のトレードオフ
の関係の妥協点として、少額・低リスクのサービスに
まで、登録義務を課すことは適切でないのではないか。
という点を挙げている。しかし、これらは、いずれも
未検証である。①については、まさにキャッシュレス
サービスなのだから、利用者は容易に把握できるはず
であるのに、「マーケットが異なっている」という積極
的な証拠は示されていない。既にサービスインしてい
る事業者もいるのであるから、検証は容易なはずであ

るのに、である。②については、クレジット会社に対
する指定信用情報機関のコスト負担を段階的または比
例的にするという方法で調整できるのであるから、理
由となる理由自体が不明である。③については、そも
そも「クレジット業界全体のクレジット債務額を集約
して相互に利用することによって過剰与信を防止する」
という制度趣旨からは、「登録コスト」が免除理由にな
ること自体がおかしいといえる。「日常生活・趣味等」
の「数万円」で、人は破産する。これは、日弁連意見
書において、「負債額が100万円未満で破産に至った者
の割合が、2002年は1.49％であったものが2017年には
7.51％となり、顕著な増加傾向を示している」ことを
論破できていない 17）。④に至っては感想以上のもので
はない。
　以上のとおり、小委員会中間整理の理由付けは、
EBPMの推進18）を掲げる政府の政策形成としてはあま
りにお粗末である。コスト負担が問題でキャッシュレ
ス決済の導入が進まないというのであれば、ストレー
トにコストの問題を解決すればよいのであって、指定
信用情報機関の信用情報の使用義務の迂回という方法
を採ること自体に無理があるのではと思わざるを得な
い 19）。クレジット過剰与信緩和を許す立法事実には疑
義があろう。

　3. 現代的な消費者保護：プロファイリング
　　 による与信に歯止めはあるか？

　小委員会中間整理において「技術・データを活用し
た与信審査」に関しては、「性能規定の適用にあたって
は、当該事業者が用いる与信審査手法を明らかにした
上で、延滞率（又は貸倒率）を適切に設定するととも
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に、定期的なレポートを行うことを通じ、事前チェッ
ク及び事後チェック（プレッジ・アンド・レビュー）
により、適切な管理を担保することとする。その際、
いたずらに事業活動を制約することがないよう、経済
環境の変化等に留意することが必要である。」とされて
いる。これは要するに、「技術・データを活用した与
信審査」について、①どのようなインプットデータを
用いるか、②どのようなプロファイリングのアルゴリ
ズムを用いるか、③どのようなアウトプットを発生さ
せるか、といった「仕様」を一切問わずに、延滞率ま
たは貸倒率が適切な範囲に収まっているかどうかのみ
を検証しようという提案である。また、審査方法の透
明性については、必ずしも明確な表現ではないが、「当
該事業者が用いる与信審査手法を明らかにした上」と
の留保を付している。この点、日弁連意見書は、「事
前の措置として、行政等の第三者が当該与信審査方法
の客観的合理性を審査し承認する手続を経ることが不
可欠」とするが、同様に、「与信審査方法」の内容が必
ずしも明らかではなく、どの程度の透明性を要求して
いるのかは不明である。そもそも、「性能規定」という
考え方が許容され得るのは、与信審査手法が、多重債
務防止との関係で効果的であるかという観点からのみ
であって、プロファイリングの規律という観点からは
全く不十分である。この点、小委員会中間整理におい
ても、「事業者間でのスコアリング情報の提供」という
提案については「消費者のプライバシー保護という観
点にも留意する必要がある」との問答があったことが
記載されているが 20）、そもそも、スコアリングをどの
ように規律するかという観点それ自体を考察する必要
があろう。
　与信審査によるスコアリングそれ自体は、事業者か

ら外部に提供されない態様では、必ずしも規律するこ
とが考えられてきたものではない。金融機関における
スコアリングは、それ自体では個人情報保護法上の利
用目的としてはプライバシーポリシーに記載されてい
ないし、これを記載すべきという学説も見られたわけ
ではない。指定信用情報機関とのやりとりについては
割賦販売法等の業法で法定されていたため、そもそも
利用目的への記載が必要であるという発想はなかった。
このような状況で発生したのが、求職学生の、ウェブ
サイト上での振る舞い等から「内定辞退率」を生成し、
求職先企業に販売していた、いわゆるリクナビ事件で
ある。「リクルートキャリアが提供するリクナビ DMP 
フォロー（以下、「DMP フォロー」という。）等に対す
る調査の結果、リクルートキャリアが個人情報の保護
に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」と
いう。）第 20 条で求められる安全管理措置を適切に講
じず、法第 23 条第 1 項の規定に基づいて必要とされ
る個人データを第三者に提供する際に必要な同意を得
ずに第三者に提供していたものである。」として、個人
情報保護委員会より、法第 42 条第１項に基づく勧告
および法第41条に基づく指導が行われたものである 21）。
特に、「内定辞退率」の生成および提供については、プ
ライバシーポリシーにおける記載との関係で、「リク
ルートキャリアのプライバシーポリシーの記載内容
は、現 DMP フォローにおける個人データの第三者提
供に係る説明が明確であるとは認め難い。」と認定され
ている。
　ここでは、「内定辞退率」の第三者提供については、
本人の同意が必要であることから、同意の取得方法と
して適切であったか、のみが問われており、そもそも
利用目的に「内定辞退率」を生成することを含めてお
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くべきであったか等について、個人情報保護委員会は
判断を行っていない。この点について、前述したとお
り、金融機関のプラクティスとしては、利用目的に、
与信審査によってスコアリングを行うことそれ自体が
記載されている状況はない。また、「内定辞退率」のよ
うなスコアの生成は、「取得」とは異なると考えられて
おり 22）、仮に要配慮個人情報を含むものであったとし
ても、本人の同意は不要である（法第17条第2項）。さ
らに踏み込んで、①どのようなインプットデータを用
いるか、②どのようなプロファイリングのアルゴリズ
ムを用いるか、③どのようなアウトプットを発生させ
るか、という点については、個人情報保護法だけでは、
規律が導かれない。この点について、2019年6月19日
に公表された「情報信託機能の認定スキームの在り方
に関する検討会 取りまとめ（案）」においては、「情報
銀行において「信用スコア」を取り扱う場合の留意点」
として、①同意取得（個人に対し、取得又は第三者提
供される個人情報が信用スコアの算定に利用されるこ
と及びそれによるリスクについて、明示的に説明する
こと。）、②信用スコアの利活用（情報銀行は、「個人
のためにデータを活用する」ことが原則となることか
ら、提供することによって、個人にとって不利益とな
る恐れがある場合は提供しない、または個人に対しリ
スクを示すなど、個人の利益を踏まえた利活用を行う
こと。）、③非提携企業による信用スコアの二次利用

（他者が作成したスコアを作成者又はスコアの対象と
なる個人から取得し、他の第三者に提供する場合で、
作成者が二次利用に対し制限を設けている場合には、
制限に反しない範囲で提供を行うこと。）、④信用スコ
アの基礎データ（「個人のためにデータを活用する」こ
とが原則となることから、遺伝情報や、差別に繋がる

過去の情報を基礎データとして用いないこと。）、⑤説
明責任・透明性（スコアに用いたデータ及びスコアの
算出方法について、 アカウンタビリテ ィ を持つこ
と。）、⑥人間の関与（信用スコアを機械化された処理
により数値化する場合において、人間の関与を本人が
求めることを認めるという対応を行うかについても検
討すること。）といった各項目がそれぞれ挙げられてい
る 23）。これらは、プロファイリングによる与信や、さ
らに踏み込んだスコアリングの外部提供を含めたサー
ビスにおいても参考になるものであろう。さらに踏み
込んで、割賦販売法上の「技術・データを活用した与
信審査」におけるプロファイリングについて、法令上
の規律を加えるとすれば、欧州一般データ保護規則

（GDPR）におけるプロファイリング規制にも類似し
た、わが国初のものということになる。
　

　4. 結語

　以上のとおり、キャッシュレス決済の推進に際し
て、クレジット過剰与信緩和を許し、「技術・データ
を活用した与信審査」を推奨していくという政策には、
古典的な消費者保護の観点からも、現代的な消費者保
護の観点からも、多くの問題点があることを示した。
これは、割賦販売法の改正を巡る政策論議の一断面で
あり、言うまでもなく、キャッシュレス決済はクレ
ジットカードの利用に限られるわけではない。他の
キャッシュレス決済の手段との関係でも、このような
複雑な論点が多く、絡み合っている。10年間でキャッ
シュレス決済の比率を倍増するという政策目標まで
は、いばらの道であるといえよう。
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特 集 論 文

板倉陽一郎「個人情報保護の観点からみたキャッシュレス決済」千葉惠美子編『キャッシュレス決済と法規整』
（民事法研究会、2019年）65頁。

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
（令和元年法律第28号）。

金融審議会「金融制度スタディ・グループ」「「決済」法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報
告≪基本的な考え方≫」（2019年７月26日）。

産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会「中間整理～テクノロジー社会における割賦販売法制のあ
り方～」（令和元年5月29日）第2章・第1節・2。以下、「小委員会中間整理」という。

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課「キャッシュレス・ビジョン」（平成30年4月）。

Amending Chapter 9 -1100 of The Philadelphia Code、 entitled "Fair Practices Ordinance: Protections Against 
Unlawful Discrimination、" by adding a new section prohibiting retail establishments from refusing to accept 
cash as a form of payment、 all under certain terms and conditions （BILL NO. 180943）.わずか2条からなるシ
ンプルな条例である。

例えば、2015・G7 エルマウ・サミット首脳宣言（平成27年6月8日）では、「テロとの闘い及びテロリストへの資
金供与はG7にとっての主要な課題である。我々は、迅速にかつ断固として行動し続け、協調した形での行動を
強める。特に、我々はテロリストの資産凍結に関する既存の国際的枠組みを効果的に履行するとのコミットメン
トを再確認し、G7各国間での国境を越えた資産凍結要請を円滑化する。我々は、仮想通貨及びその他の新たな支
払手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動をとる。我々は、金融
活動作業部会（FATF）により行われている活動の重要性を再確認し、この活動に積極的に協力することにコミッ
トする。我々は、強固なフォローアップ・プロセスを通じたものを含め、FATFの基準の効果的な履行を確保す
るために努力する。」とされている（外務省仮訳）。

『未来投資戦略2017―Society 5 .0 の実現に向けた改革―』（平成29年6月9日）。
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Yoichiro Itakura

板倉 陽一郎
ひかり総合法律事務所 弁護士／理
化学研究所 革新知能統合研究セン
ター 客員主管研究員／国立情報学
研究所 客員教授
2002年慶應義塾大学総合政策学部
卒、2004年京都大学大学院情報
学研究科社会情報学専攻修士課程
修了、2007年慶應義塾大学法務
研究科（法科大学院）修了。2008
年弁護士（ひかり総合法律事務所）。
2016年4月よりパ ー トナ ー 弁護
士。2017年4月より理化学研究所
革新知能統合研究センター客員主管
研究員、2018年5月より国立情報
学研究所客員教授。その他、法とコ
ンピュータ学会理事、日本メディカ
ルAI学会監事、一般社団法人デー
タ流通推進協議会監事など。
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日本弁護士連合会『クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書』（2019年5月10日）。以下、「日弁連意見
書」という。

未来投資会議・まち・ひと・しごと創生会議・経済財政諮問会議・規制改革推進会議「経済政策の方向性に関する
中間整理」（平成30年11月）2-3頁。未来投資会議産官協議会「FinTech ／キャッシュレス化」会合（第1回）（平
成30年10月24日）資料2：経済産業省消費・流通政策課⻑永井岳彦「キャッシュレス社会への取組み」（平成30年
10月）参照。

ソニーペイメントサービス「クレジットカード決済の加盟店手数料にまつわる話」（2018年3月26日）、https://
www.sonypaymentservices.jp/column/onlinepayment/fee.html、（2019年9月12日最終閲覧）。他方、QRコー
ド決済のサービス（いわゆる「何とかペイ」）は、当面の間の手数料無料をうたい、加入者競争の消耗戦を繰り広
げている。

日弁連意見書3頁。

小委員会中間整理15頁。

小委員会中間報告15頁以下。

製品安全の分野において、「満たすべき技術基準について国が寸法・数値、形状、材質、計算式等の詳細を定める
「仕様規定」から、製品安全・保安に不可欠な性能のみを定め、当該性能を実現するための具体的な手段・方法な
ど問わないとする「性能規定」」への考え方の転換が見られることを参考にしているとされる。小委員会中間整理
18頁注10。

小委員会中間報告19頁。

日弁連意見書4頁。

EBPM推進委員会およびEBPM推進委員会幹事会が設置されている。

なお、小委員会中間整理23頁は、「指定信用情報機関への加入の手続きに時間を要する、画一的なシステム対応
が求められる、24 時間の照会・登録ができないなど、FinTech 企業をはじめとした利用事業者のビジネス展開に
支障が生じているとの運用面の課題」にも言及しており、これ自体は適切に改善されるべき点であろう。

小委員会中間報告19頁注12。

個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律第 42 条第１項の規定に基づく勧告等について」（令和元年8月
26日）。なお、厚生労働省からも、職業安定法上の個人情報の取り扱いに関する規定等に基づき、行政指導が行
われたことが報じられている。

「重要な解釈問題」とするものとして、宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説［第6版］』（有斐閣、2018年）143頁。

「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ（案）」（令和元年6月19日）26頁。
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論 文

　製品・サービスには安全配慮が不可欠である。安全配
慮の基本はISOとIECによってGuide 51としてまとめ
られ、わが国ではJIS Z 8051として出版されている 1）。
　図表1にあるとおり「絶対安全」はないと宣言した上
で、「許容可能なリスク」という概念をGuide 51は提
示する。許容可能なリスクは「現在の社会の価値観に
基づいて、与えられた状況下で、受け入れられるリス
クのレベル」と定義され、リスクアセスメントおよび
リスク低減の支援プロセスなどに基づいて許容可能な
リスクを達成するようGuide 51は要求する。

　それでは、許容可能なリスクで市中に提供されれ
ば、製品・サービスは普及するのだろうか。

　リスクの過大・過小評価

　蒸気を動力とする蒸気自動車が利用され始めたのは
1830年前後である。しかし、乗合馬車事業者の反発や
市街地での騒音・ばい煙などが重なり、英国議会は
1865年に『赤旗法（Red Flag Act）』を成立させた。市
街地2 マイル・郊外4 マイル／時を最高速度とし、日

ICTをはじめ、科学技術に対する社会の警戒心は高い。
それが許容可能なリスクが過小に設定され、普及を阻害するという問題を起こしている。
個人情報保護法の改正、AI原則の制定など社会の不安を解消する制度的工夫、
復元を実質的に不可能にする匿名加工、説明のできるAIといった技術的工夫が進展している。
しかし、ICTに対する社会的な理解が高まっているとはいえない。
社会的価値も社会的損失を減じる方法も学んでこなかった成人が
リスクを過大評価して普及を妨げており、この遅れは国際競争力にも悪影響する。
子どもたちへの教育とともに、成人の無用な警戒感を取り除く科学コミュニケーションの
充実などに力を入れることが重要である。

キーワード
許容可能なリスク　過剰規制　国際競争力　プログラミング教育　科学コミュニケーション

技術普及における
教育の重要性

東洋大学 名誉教授／特定非営利活動法人情報通信政策フォーラム 理事長

山田 肇 Hajime Yamada
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一般社会では、しばしば“安全”という用語は、全てのハザー

ドから守られている状態と理解されている。しかし、正しく

は、安全とは危害を引き起こすおそれがあるハザードから

守られている状態をいう。

る恐れがある。

　自動車交通の社会的利益を実現する工夫

　赤旗法廃止で郊外での最高速度が14 マイル／時に
引き上げられ、高速性が発揮できるようになった。社
会的利益の大きさは規制強度に依存し、この例では規
制緩和によって社会的利益が拡大した。
　許容可能なリスクが規制強度を決め、規制強度が社
会的利益を決めるという関係がある。しかし、許容可
能なリスクが大きく、それに対応して規制強度が弱け
れば、社会的利益が拡大するというように単純なわけ
ではない。誰でも・どこでも速度制限なしに運転でき
るようにしたら、交通事故が頻発し社会的利益は減じ
るだろう。適切な規制強度のときに社会的利益は極大
になる 4）。
　許容可能なリスクの範囲内で社会的利益を極大に近
づけるには、社会的工夫が求められる。第1は制度上
の工夫である。『道路交通法』は「道路における危険を
防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の
交通に起因する障害の防止に資する」目的で定められ
た。同法が定める速度制限などによって交通事故は抑
制されている。リスクは危害の発生確率とその危害の
度合いの積で計算されるから、交通事故危害の発生確
率が減るのはリスク低減を意味する。

中は赤旗・夜間は赤ランタンを持つ先導員が蒸気自動
車の前方60 ヤードを歩くように義務付けた。同法の廃
止には1896年までかかった 2）。
　蒸気自動車について、当時の英国社会では許容可能
なリスクが小さく、それが赤旗法を生んだ。同法は研
究者の意欲をそぎ、自動車研究開発の主導権は英国か
ら米国に移っていった。米国でのT型フォードの発表
は1908年である。
　プラスチックは容器包装などから家電・自動車部品
まで多くの用途で利用されてきた。2013年のプラス
チック廃棄物はわが国だけでも940万トンで、廃棄物
は石油代替としての熱回収で537万トン、焼却・埋立
で173万トン、リサイクルで233万トンが処理された
そうだ 3）。しかし、プラスチックの環境に与える悪影
響が懸念され、 国際連合の『 持続可能な開発目標

（SDGs）』でゴール 12「持続可能な消費と生産パター
ンの確保」とゴール 14「海洋・海洋資源の保全」が合
意され、削減の方向に世界は動き出している。プラス
チックに対する許容可能なリスクは近年小さくなりつ
つある。
　実例が示すように、リスクは過大評価される場合も
過小評価されるときもある。過大評価の結果として製
品・サービスの普及が阻害されれば、それがもたらし
たであろう社会的利益は実現しない。一方、過小評価
されて過剰に普及するのも社会的利益に悪影響を与え

技術普及における
教育の重要性

図表1  “安全”に関する説明
	    （JIS Z 8051による）
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論 文

　許容可能なリスクは絶対安全を意味しないから、許
容可能なリスクの範囲内で規制されても交通事故は起
きる。しかし、自動車保険から保険金が給付されるこ
とで危害の度合いは縮小し、リスクは低減する。社会
として許容可能なリスクは一定でも、制度上の工夫に
よって個々の事故リスクが低減できれば自動車交通量
は増加できる。
　第2は技術的な工夫である。多くの自動車に運転支
援システムがすでに導入され、自動走行車の研究開発
も進められている 5）。運転支援システム等の技術も
個々のリスクを低減し、交通量の増加を受け入れる方
向に社会を動かす。1970年代から進められてきた排気
ガス対策など環境技術の研究開発にも同様の効果が
あった。
　許容可能なリスクが一定でも制度や技術を工夫すれ
ば社会的利益は大きくできる。一方、リスクが過大評
価され許容されるリスクが小さいときには、過大評価
を改めるように働きかけなければならない。この働き
かけが第3の工夫、教育である。
　『小学校学習指導要領』は交通網の役割を教育するよ
うに指示し、同時に、交通事故等の防止教育も求めて
いる 6）。交通網が生み出す社会的価値への気付きとと
もに交通安全教育によって社会的損失が減じられれば、
価値と損失の差分として計算される社会的利益はプラ
スになる。道路交通法は自動車運転免許制度を定め、
免許取得の際には運転技能だけではなく安全配慮義務
も教育される。免許保有者が安全に配慮しながら自動
車を運転しているという前提があれば、自らが運転す
る際、あるいは歩行する際のリスクについて過大に警
戒する必要はない。教育には許容可能なリスクを適切
な水準に変える価値がある。

　個人情報の利用とリスクの過大評価

　自動車交通の社会的利益が実現しているのは、長い
期間の教育の成果で許容可能なリスクが適切な水準に

収まっているからである。新技術、特に情報通信技術
（ICT）の場合には、成人はICTの社会的価値について
も、社会的損失を減じる方法についても義務教育課程
で学んでこなかった。ICT利用について免許制度があ
るわけでもない。高校で科目「情報」が必修化されたの
は2003年で、多くの成人は知識不足のままに情報社会
化に直面した。これがICTリスクの過大評価を生む原
因となっている。
　個人情報のビッグデータとしての利用への過剰反応
はリスク過大評価の典型である。
　SuicaはJR東日本が研究開発し、当初は自社線専用
として導入した非接触型IC乗車カードであり、2001年
に東京近郊424駅で一斉に利用が開始された。2019年
3月末時点では7,587万枚が発行されている 7）。
　個々に固有番号が振られたSuicaが日常的に利用さ
れたために、JR東日本はカード保有者の行動履歴を詳
しく把握できるようになった。定期券機能やクレジッ
ト機能付きの記名式のSuicaであれば、氏名・年齢・
性別も把握できる。
　顧客を観察し、的確にサービスを提供するのがマー
ケティングの基本だが、JR東日本はSuicaから精度の
高いマーケティング情報を膨大に取得した。情報を基
にJR東日本は新路線を開業していった。例えば、宇都
宮線・高崎線、常磐線利用客の多くが上野駅で乗り換
え東京駅や品川駅まで乗車しているのに対応して、上
野東京ラインを開通した。乗り換えが減り、3線利用
客の利便性が向上するほか、上野東京ラインは山手
線・京浜東北線の混雑緩和にも役立った。JR東日本は
流通事業や不動産事業にも進出している。駅ビル・エ
キナカでのショッピングセンター運営にもSuicaから
得られた情報が利用されている。
　2013年に日立製作所は「日立交通系ICカード分析
情報提供サービス」を開始した。JR東日本から購入し
たSuicaの行動履歴情報を加工して、日立は駅エリア
のマーケティング情報を作り出した。旅客流動を多角
的に分析し駅エリアの利用目的や利用者構成などの情
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この法律において「匿名加工情報」とは、……定める措置を講じて

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し

て得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

ことができないようにしたものをいう。

「自分がどう動いたかという記録が使われるなんて、ちょっと気

持ち悪いですよね…」東京・JR新橋駅前。Suicaを手に改札口を

出てきた東京都の会社員女性（37）は、困惑した表情を見せた。

報を提供するのが、サービスの目的だった。しかし、
一部から強い反発が起きた。同年7月31日付の東京新
聞記事「スマホやカードの行動履歴　ビッグデータ　
不安も蓄積」冒頭には図表2に示す記述があった。
　JR東日本はID番号を別の番号に変換し、また、記
名式Suicaは氏名等を削除した上で販売したそうだが、

「気持ち悪い」という一部市民の不安感には逆らえず、
サービスは中止された。なお記事によれば、JR東日本
に日立への提供から除外するように申し出た保有者は

「7月29日までに6千件を超えた」そうだが、これは全
保有者の1%程度と少数であった。
　Suica問題は、個人情報のビッグデータ利用につい
て許容可能なリスクが小さいために発生した。ビッグ
データ技術はマーケティングだけではなく、遺伝子解
析に基づく個別医療の提供などにも利用される可能性
があり、産業競争力の焦点の一つである。匿名化され
た情報の自由な流通と、適切な水準でのプライバシー
保護の間でバランスを取った政策が求められた。政府
はルールの明確化に動き出し、『個人情報保護法』は

2015年に改正され「匿名加工情報」の規定が設けられ
た（図表3）。
　改正法は匿名加工情報の作成と第三者への提供の原
則を定め、また、匿名加工情報から個人情報を復元す
る識別行為は禁止された。個人情報保護委員会は『個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（匿名加工情報編）』も2017年に公開している。匿名加
工に用いる技術も進歩した。多様な匿名加工方法が提
案される一方、復元可能性の検証、すなわち安全性の
評価も実施されている。例えば、元の情報を暗号化し
て復元を困難にする匿名加工（鍵付きハッシュ関数に
よる匿名加工）について、復元の困難性を左右する安
全な暗号鍵の長さが推奨されている 8）。
　個人情報保護法の改正という制度的工夫と、進歩し
た匿名加工方法という技術的工夫は、共に市民の不安
感を解消するのが目的で、許容可能なリスクの拡大に
結び付くはずである。しかし、データサイエンティス
ト協会の2019年発表によれば、匿名加工情報を知っ
ている回答者は15.9％で、匿名加工情報の内容まで

図表3  個人情報保護法における
	   匿名加工情報の定義

図表2  Suica利用者の不安
	   （東京新聞による）
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知っていた回答者は3.8%にとどまっている 9）。匿名加
工情報への無理解とリスクの過大評価は、個人情報を
匿名化してビッグデータとして利用する多様なサービ
スの普及を阻害する恐れがある。

　人工知能への制度的・技術的工夫

　遺伝子工学（Genetic）、ナノテクノロジー（Nano）、
ロボット工学（Robotic）の発展は急速で、人工知能

（Artificial Intelligence：AI）の利用も本格化した。こ
れら技術をGNRと総称し、GNRによって人類の脳を
超えたコンピューターが出現する特異な時期（シン
ギュラリティー、Singularity）は近いと、カーツワイ
ルは著書で主張した 10）。カーツワイルはシンギュラリ
ティーへの期待を表している。例えば、労働に関連し
て「われわれの知性が非生物学知能と融合して拡大す
ることにより、（知的財産の創造は）いっそう促進され
るだろう」と楽観的である。
　カーツワイルはシンギュラリティーへの備えも説い
ているが、彼の主張を誤解して「AIが人類を支配する
時代が来る」といった論調も流布された。「AIを駆使

してひと握りが富裕層になり、残りは無用者階級にな
る」といっ た言論はリスク の過大評価につながり、
GNRの普及を妨げる恐れがある。
　GNRによる人類支配を実現させないために、カーツ
ワイルは技術的工夫と制度的工夫を主張した。コン
ピューターウイルスをばらまく「悪意」に対抗するア
ンチウイルスのような「善意」の防御技術の研究開発
や、徹底した分散化などが技術的な工夫である。これ
に加えて、カーツワイルは「自由、寛容、知識、多様
性の尊重というわれわれの価値観を最大限反映させる」
戦略、すなわち制度的工夫が必須であるという。
　社会とどう調和させてAIを利用していくか、世界各
国は利用原則の制定に乗り出した。わが国では、内閣
に設置された統合イノベーション戦略推進会議が『人
間中心のAI社会原則』を2019年3月に決定した。国
際的には、OECDが同年5月に『 人工知能に関する
OECD原則』を採択している 11）。OECD原則の概要を
事務局の翻訳で図表4に示す。第2項はAIに人類の価
値観を反映させるというカーツワイルの提言と近似性
が高い。
　AIがその結論を導いた理由を誰も説明できないので

図表4  人工知能に関する
　　　　OECD原則の概要 AIは、包摂的成長と持続可能な発展、暮らし良さを促進することで、

人々と地球環境に利益をもたらすものでなければならない。1.

AIシステムの開発、普及、運用に携わる組織および個人は、
上記の原則に則ってその正常化に責任を負うべきである。5.

AIシステムは、法の支配、人権、民主主義の価値、多様性を尊重するように設計され、
また公平公正な社会を確保するために適切な対策が取れる─例えば必要に応じて
人的介入ができる─ようにすべきである。

2.
AIシステムについて、人々がどのようなときにそれと関わり、結果の正当性を
批判できるのかを理解できるようにするために、
透明性を確保し、責任ある情報開示を行うべきである。

3.
AIシステムは、およびその存続期間中は健全で安定した安全な方法で
機能させるべきで、起こり得るリスクを常に評価、管理すべきである。4.
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はないか、という漠然とした不安が社会に存在する。
根拠不明という不安を解消するためには、結果につい
て責任ある情報開示を行うように求める第3項は重要
である。すでに研究者は「説明のできるAIシステム」
の研究開発に動いている。米国DARPAが推進する
Explainable Artificial Intelligence（XAI）プログラム
が代表的だが、日本企業も研究開発を進めている。説
明のできるAIシステムは、社会普及のための技術的工
夫として重要である。
　OECDは1980年に『プライバシー保護と個人デー
タの国際流通についてのガイドライン』を採択した。
ガイドラインは各国の個人情報・プライバシー保護に
関する法律に基本原則として取り入れられてきた。例
えば、OECDが掲げる「収集制限の原則」は、わが国
の個人情報保護法第17条（適正な取得）に「個人情報
取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報
を取得してはならない。」「あらかじめ本人の同意を得
ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。」とし
て取り入れられている。
　OECDのAI原則は、プライバシーガイドラインと
同様に、各国の関連法の中に基本原則として取り入れ
られていくだろう。どの国でも法制化されていない今
の段階でも、関係者を導く緩やかな規範（Soft Law）と
して利用されていく可能性は高い。

　教育への対応の必要性

　個人情報を匿名化して、ビッグデータとして利用で
きるように制度的・技術的工夫が重ねられてきた。AI
の利用についても制度的・技術的工夫が進んでいる。
これらの工夫によって、許容可能なリスクは社会的利
益を実現する適切な水準になるだろうか。
　もう一つ不可欠な工夫がある。自動車交通も教育な
しでは普及しなかったように、ICT利用の社会的価値
への気付きを与える教育が求められる。以下、子ども
たちへの教育と成人への教育に分けて説明する。

　論理的思考力を育成する教育

　ICT機器・サービスを動かすプログラムとは何か、
どのように作成するのかといった事項は、情報社会に
おいては読み書きそろばんと同様に基本的なリテラ
シーを構成する。文部科学省が小学校段階でプログラ
ミング教育を2020年から必修化するとしたのは、経済
社会の大きなうねりを反映したものである 12）。
　プログラミングには論理的思考力が欠かせず、論理
的思考力はあらゆる職業で利用される。牛肉料理にど
のような野菜を付け合わせれば彩りが鮮やかになり、
栄養的にも十分かを考えるとき、シェフは提供価格の
枠の中で最高の料理が出せるように論理的に思考を進
める。耕作地から最大の収穫を上げるにはどのような
組み合わせで作物を栽培すればよいか、悪天候や病虫
害などのリスクはどうしたら回避できるか、農業者も
栽培計画を立てる際に論理的思考力を生かす。
　ICTを「ドラえもんのひみつ道具」のように利用する
だけでなく、できるだけ多くの子どもが「ドラえもん
のひみつ道具を作ってみよう」と考えるようになれば、
将来、彼らは新しいICTの創造者という立場に立て
る。スポーツの世界では、時々刻々の局面をデータ化
して分析し、合理的に戦術を構築して戦うのが当たり
前になりつつある。芸術家もデジタル技術を活用して
芸術作品を創造し、建築家は構造計算を重ねて建築物
を設計するようになってきた。プログラミング教育は
子どもたちの職業選択の幅を広げる。
　プログラミング教育には三つの段階がある 13）。
　どのような職業に就くとしても必要とされる論理的
思考力の育成を目指す段階が最初にある。論理的な思
考力育成について、 コンピ ュ ー タ ー を使わない

「Unplugged（アンプラグド）」と呼ばれる教育方法が
研究開発され、どのような科目でも実施できるように
なっている。例えば、絵の具を混ぜて新しい色を作る
際に、やみくもに混ぜ合わせるのではなく、色の組み

AIは、包摂的成長と持続可能な発展、暮らし良さを促進することで、
人々と地球環境に利益をもたらすものでなければならない。1.

AIシステムの開発、普及、運用に携わる組織および個人は、
上記の原則に則ってその正常化に責任を負うべきである。5.

AIシステムは、法の支配、人権、民主主義の価値、多様性を尊重するように設計され、
また公平公正な社会を確保するために適切な対策が取れる─例えば必要に応じて
人的介入ができる─ようにすべきである。

2.
AIシステムについて、人々がどのようなときにそれと関わり、結果の正当性を
批判できるのかを理解できるようにするために、
透明性を確保し、責任ある情報開示を行うべきである。

3.
AIシステムは、およびその存続期間中は健全で安定した安全な方法で
機能させるべきで、起こり得るリスクを常に評価、管理すべきである。4.
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段階 第一段階 第二段階 第三段階

主な内容 論理的思考力の育成 プログラムの理解 プログラマーの育成

必修/選択の別 必修
 原則は必修、 

選択
  高度な教育は選択

教育方法の例
 Unplugged プログラミング 

専門家教育
 （アンプラグド） ソフトウエアの活用

合わせや分量を変えて発色を調べる論理的な作業を重
ねればカラーチャートにたどり着ける。地理でも論理
的な思考力を育成できる。アラブの男性が白い長そで
の服を着るのは激しい太陽の光をさえぎり反射させる
ためだと論理的に分かれば、民族や気候風土に対する
理解が醸成され、わが国にはない風習におびえずに済
む。
　次に、簡単なプログラムを作成しプログラムの動作
を理解する段階がある。最後がプログラマーの育成で
ある。最新の技術を駆使して高度で創造的なプログラ
ムを研究開発する、あるいは、それを社会に受け入れ
られるように改善していくといった仕事に従事する専
門家の育成が第三段階の目的である。全ての子どもが
プログラマーになるわけではないから、プログラマー
育成教育は子どもたちの選択の下で与えられるべきで
ある。三段階の教育方法を図表5にまとめる。
　学習指導要領で取り上げられたのをきっかけとして
教育向けプログラミングソフトウエアが市場に提供さ
れている。しかし、プログラミングソフトウエアを操
作できるようにするのがプログラミング教育であると
いうのは誤解である。プログラミング教育の必修化に
よって、子どもたちはICTに対する無用な警戒心を解
いていく。それは、中長期的にはICTに対する許容可
能なリスクを適正な水準とする効果を生み、ICTの普
及と社会的利益の拡大に役立つ。

　科学コミュニケーションの充実

　科学コミュニケーションという言葉は市民に科学的
なトピックを伝える活動を指し、サイエンス・コミュ
ニケーションとも呼ばれている。科学コミュニケー
ションは科学技術に対する市民の不安を解消し、科学
技術への理解を醸成する。一方、研究者は科学技術に
対する市民の思いを知る機会を得るので、これは実は
双方向のコミュニケーションである。
　わが国では1995年に『科学技術基本法』が施行され
たが、第1条（目的）で「我が国の経済社会の発展と国
民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の
進歩と人類社会の持続的な発展に貢献すること」を宣
言している。基本法の下で5年ごとに『科学技術基本
計画』が閣議決定されてきた。科学技術がどのように
経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するかを説
明するという点で、基本法と基本計画は科学コミュニ
ケーションの一環と位置付けられる。
　文部科学省・科学技術政策研究所（当時）は、戦略
的な政策立案に不可欠な重要科学技術分野の動向に関
する調査・分析機能を充実・強化するため、2001年に
科学技術動向研究センターを設立した。センターは

『科学技術動向』を毎月刊行し、各府省などの関係者
に配布したほか、ウェブサイトを通じて一般にも公開

図表5  プログラミング教育の段階（情報通信政策フォーラムの提案）
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した。同誌も科学コミュニケーションの一環である
が、2015年に廃刊された。
　科学技術と社会の界面から生じる問題に科学技術の
研究者だけでなく、哲学・社会学・倫理学などの研究
者も協力して多様な視点から検討するために、科学技
術社会論学会が2001年に設立された。しかし会員数
は400名前後にとどまっている。2017年度の来館者数
が136万人に達した日本科学未来館のような数少ない
成功事例を除けば、わが国の科学コミュニケーション
は低調である。
　科学技術を警戒する意見には耳を傾けるべき部分も
あるが、俗説や誤解は解いていかなければならない。
科学技術がもたらす社会的利益を正しく説明し、不適
切な利用が生み出す社会的な損失を抑制する方法を伝
える、科学コミュニケーションの充実が求められる。
科学コミュニケーションは社会教育の一環である。
　科学コミュニケーションでは市民が理解可能な表現
を用いるように工夫しなければならない。総務省・AI
ネットワーク社会推進会議の『報告書2019』には「ア
カウンタビリティの原則：利用者は、ステークホルダ
に対しアカウンタビリティを果たすよう努める。」とあ
るが 14）、カタカナ語の連続で市民が理解できるか疑問
が湧く。手放し運転の様子を紹介する自動走行車の
PRビデオも、走行中ずっと手を宙に浮かし続けるよう
に求めていると誤解される恐れがある。
　ICT関連企業は専門家の助力を仰いで科学コミュニ
ケーションを強化すべきであり、複数の企業が連携し
て活動するのもよい。例えば、公職選挙へのネット投
票の導入は業界一丸となって進めるべき適切なテーマ
である。投票の公正性や秘密性をどのように担保でき
るのかといった市民が持つ疑問に適切に答えた上で、
在外邦人・遠洋漁船員・夜間勤務者・障害者など、投
票所に出向くのが難しい人々に投票機会を与えるとい
う社会的利益に理解を得て、初めてネット投票は動き
だすだろう。

　まとめ

　ICTをはじめ、最新の科学技術に対する社会の警戒
心は高い。それが許容可能なリスクが過小に設定さ
れ、科学技術の普及を阻害するという問題を起こして
いる。
　ICTに関連する分野では個人情報保護法が施行さ
れ、AI原則が制定されるなど社会の不安を解消する方
向での制度的工夫が進んでいる。復元を実質的に不可
能にする匿名加工、説明のできるAIといった技術的工
夫も進展している。しかし、科学技術に対する社会的
な理解が高まっているとはいえない。
　ICTについて、社会的価値も社会的損失を減じる方
法も学んでこなかった成人がリスクを過大評価し、普
及を妨げている。赤旗法によって英国で自動車の普及
が妨げられたように、許容可能なリスクが小さなまま
ではICTの本格的な利用は進まない。
　わが国におけるICT普及の遅れは国際競争力にも悪
影響する。成人の無用な警戒感がもたらす現代の赤旗
法を取り除いていくには、科学コミュニケーションの
充実など教育に力を入れる必要がある。

＊科学コミュニケーションの観点に立ち、本稿はでき
る限り平易な言葉で執筆した。
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Hajime Yamada

山田 肇
東洋大学 名誉教授
特定非営利活動法人情報通信政策
フォーラム 理事長。
慶應義塾大学工学博士。NTTを経
て2002年から東洋大学経済学部
教授、2017年名誉教授。情報通信
政策フォーラム理事長、科学技術振
興機構社会技術研究開発センター

「安全な暮らしをつくる新しい公／
私空間の構築」研究開発領域総括、
高齢社会対応標準化国内委員会委員
長、行政改革推進会議歳出改革ワー
キンググループ委員、ウェブアクセ
シビリティ推進協会理事、情報通信
学会評議員等。情報社会の制度設計
について論文・著書・記事多数。
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*常勤の公務員（研究休職などを含む）の方は応募できません。
  Nextcom誌に2頁程度のレポートを執筆いただきます。
**助成金額総額は、2019年5月をもって100万円に変更いたしました。

2020年度 著書出版・海外学会等 
参加助成に関するお知らせ
本誌では、2020年度も公益財団法人KDDI財団が実施する著書出版・海外学会等参加助成に、
候補者の推薦を予定しています。

【著書出版助成】

【海外学会等参加助成】

助成内容：
助成対象者：

助成金額：
受付期間：

助成内容：
助成対象者：

助成金額：

受付期間：

推薦・応募：

情報通信に関する社会科学分野への研究に関する著書
過去5年間にNextcom誌へ論文を執筆された方
3件、各200万円
2020年5月1日〜 9月10日（書類必着）

海外で開催される学会や国際会議への参加に関わる費用への助成
情報通信に関する社会科学分野の研究者（大学院生を含む）*
北米東部 欧州 最大40万円　北米西部 最大35万円　ハワイ 最大30万円
その他地域 別途相談（総額100万円）**
随時受け付け

いずれの助成も、Nextcom監修委員会において審査・選考し、公益財団法人KDDI財団へ推薦
の上、決定されます。応募方法ならびに詳細は、以下「Nextcom」ホームページをご覧ください。

「Nextcom」論文公募のお知らせ
本誌では、情報通信に関する社会科学分野の研究活動の活性化を図るため、
新鮮な視点を持つ研究者の方々から論文を公募しています。

【公募要領】申請対象者：

論文要件：

選考基準：

公募論文数：
公募期間：

選考結果：
著作権等：
掲載時期：

執筆料：
応募：

その他：

大学院生を含む研究者
　＊常勤の公務員（研究休職などを含む）の方は応募できません。

情報通信に関する社会科学分野の未発表論文（日本語に限ります）
　＊情報通信以外の公益事業に関する論文も含みます。
　＊技術的内容をテーマとするものは対象外です。
およそ1万字（刷り上がり10頁以内）
論文内容の情報通信分野への貢献度を基準に、Nextcom監修委員会が選考します。

（査読付き論文とは位置付けません）
毎年若干数
2020年4月1日〜9月10日（予定）
　＊応募された論文が一定数に達した場合、受け付けを停止することがあります。

2020年12月ごろ、申請者に通知します。
著作権は執筆者に属しますが、「著作物の利用許諾に関する契約」を締結していただきます。
2021年3月、もしくは2021年6月発行号を予定しています。
掲載論文の執筆者には、5万円を支払います。
応募方法ならびに詳細は、以下「Nextcom」ホームページをご覧ください。
1. 掲載論文の執筆者は、公益財団法人KDDI財団が実施する著書出版助成に応募すること　
　ができます。
2. 要件を満たせば、Nextcom論文賞の選考対象となります。
3. ご応募いただいた原稿はお返しいたしません。

「Nextcom」ホームページ
https://rp.kddi-research. jp/nextcom/support/　
問い合わせ先：〒102-8460　東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー
　　　　　　　　株式会社 KDDI総合研究所 Nextcom編集部

お 知 ら せ
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　地区防災計画学会は、地区防災計画制度を理論的に
も実践的にも応援する支援組織として、2014年に創設
されました。特徴の一つは、研究者などの専門家だけ
でなく、地域コミュニティーや行政、企業など多様な
会員で構成されていることです。
　私たちはこれまでの被災経験から、力を合わせて助
け合うことの大切さを学びました。自分や家族を守る
行動（自助）や、行政機関による災害対応（公助）の限界
を補うには、地域コミュニティーで助け合う共助や互
助の仕組みが重要だと気付かされたのです。しかし、コ
ミュニティーの重要性は認識されていても、制度とし
てきちんと位置付けられていないことが課題でした。
　2013年に災害対策基本法が改正され、地域コミュニ
ティーが主体となって作成する地区防災計画の制度が
できました。現在はその数も4,000地区を超え、まさ
に日の出の勢いで広がっています。

　本学会の活動を通じ、多様なつながりが生まれてい
るということを実感します。

地域のコミュニティーレベルでの防災計画作りを専門に研究している学会がある。
会員は研究者に限らず、行政や地域の代表など、旧来の学会にはない幅広さに特徴がある。
なぜそれが重要なのか、会長に聞いた。

　まず、「行政とコミュニティー」です。
　地域コミュニティーが作る地区防災計画とは別に、
地域行政が作る地域防災計画があります。形式上、コ
ミュニティーが作った地区防災計画を行政が作った地
域防災計画の中で認める形になっていますが、これに
は「取り組みを応援します」という行政からコミュニ
ティーに対するメッセージが込められています。二つ
の計画は、いわば“車の両輪”の関係です。行政とコ
ミュニティーが相互に信頼を確立していかねばなりま
せん。
　次に、「コミュニティー内のつながり」です。
　地域住民のみならず、企業や学校など、その地域に
関わる全ての人々が地区防災計画作りに一緒に取り
組もうという動きが活発化しています。企業はこれ
まで、地域活動に対する距離感を計りかねていました
が、制度の中で位置付けがなされたことで、果たすべ
き役割が明確化し、積極的に連携を取るようになりま
した。
　そして、「専門家とコミュニティー」です。
　地区防災計画の作成には、防災の科学的な知識や技
能を持った専門家集団の力が必要になります。専門家
と現場の新たなつながりが重要になってくるのです。
中心となるのはあくまで地域のリーダーですが、専門
家が後ろから支えることで地区防災計画はより信頼性
の高いものになります。学会の交流の中で専門家がア

地区防災計画学会
室﨑 益輝 会長

世界の防災・減災の
知見を集める拠点にしていきたい

学 会 長 に 聞 く

　学会が果たす役割
　～多様なつながりを生み出す～

　学会設立の背景
　～地区防災計画制度の新設～
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ドバイザーの役割を果たせるようになっています。逆
に、研究者も大学の研究室にいるだけではだめです。
ノウハウや知恵はむしろ現場にあるわけで、それらを
どんどん研究の場に吸い上げていかねばなりません。

　防災に関する理論には、まだ確立されていない部分
が多くあります。例えば、「なぜ人は避難指示を受け
ても逃げないのか」については、いまだ解明されてい
ません。でも、もし行きたくなるような避難所を自分
たちで作ることができれば、避難したくなる人も増え
るのではないでしょうか。
　こうした分析がうまく機能していないのは、ひとえ
に学問の視点が欠けているからです。地区防災計画学
の研究者は、例えるなら地質学者が土を、生物学者が
蝶を見つめるのと同じような眼差しをもって「安全の
ための人間の営み」を見つめ、理論として組み立てて
いかなければなりません。
　課題の解決手段は一律ではありません。「避難初日
からみんなで美味しいご馳走を食べられるようにしよ
う」ということにして、逃げる際に食材を持ってくる
係を決めて、役割を分担した地域もあります。プライ
バシー確保のために避難所に間仕切りを用意するのが
一般的な発想ですが、お互いに顔が見えた方が安心す
るからという理由で間仕切りの設置を拒否した地域も
あります。
　地域ごとに解決策は異なるのであって、個別のアイ
デアを一般化することは困難です。大切なのは、地域
の持っている資源を活用すること、地域の状況に応じ
て確実に安全が守れる方法をみんなで探し出すことで
す。そのためにも、なるだけ多くの事例を集めなくて
はなりません。本学会はそれらを集約し、広めていく
場所でもあると考えています。

構成／神山遥（『Nextcom』編集部）　撮影／石丸孝二

  学会概要

名称 ： 	 地区防災計画学会

欧文名 ： 	 The Japan Society of Community

		  Disaster Management Plan

略称 ：	 CDMP

ホームページ ： 	 https://gakkai.chiku-bousai.jp/

学術研究領域 ： 	 複合領域（工学、社会科学等）

設立 ： 	 2014年6月

役員数 ： 	 17人

会員数 ： 	 非公表

定期刊行物 ：	 『C+Bousai ／地区防災計画学会誌』

  学会誌

誌名 ： C+Bousai ／地区防災計画学会誌
資料種別 ： ジャーナル
使用言語 ： 日本語
発行形態 ： 印刷体（PRINT ISSN：2189-

2334）
発行頻度 ： 年3回
発行部数 ： 700部／回
URL ： https://gakkai.chiku-bousai.
	 jp/papers01.html

室﨑 益輝 Yoshiteru Murosaki 

兵庫県立大学 大学院 減災復興政策研究科長・教授／神戸大学 名誉教授
1967年、京都大学工学部建築学科卒業。1971年、同大学院工学研究科博士
課程単位取得満期退学。工学博士（京都大学）。神戸大学教授、関西学院大学教
授、兵庫県立大学特任教授などを経て、2017年より現職。日本火災学会会長、
日本災害復興学会会長、消防審議会会長など歴任。日本建築学会賞、日本火災
学会賞、防災功労者内閣総理大臣表彰など受賞多数。

　展望と課題
　～多様な解決策を関係者全員で探っていく～
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農業に IT の力を注入する「スマート農業」への取り組
みが本格化している。情報科学領域の研究者としてセ
ンサネットワークや AI を駆使し、植物の生理の変化
を解明して変化予測の手法を確立し、それに基づく安
定栽培も成功させたのが静岡大学学術院情報学領域の
峰野博史教授だ。「農の匠」の技を見える化して IT に
代替させようとするのではなく、IT の力で植物の成長
と環境要因の関係に迫り、「植物の気持ち」を直感で判
断してきた匠の技を、コンピュータに取り込んだ「超
人」によって、農業を先導していく。その取り組みは、ス
マート農業のさらなる深化を促す基盤になるものだ。

「協創プラットフォーム」の
実証場としての農業

　峰野教授は、モバイルコンピューティングや無線セ
ンサネットワーク、知的IoTシステムなどをテーマと
する情報科学領域の研究者だ。現在は、それらを統合
した「協創プラットフォームの技術拡充」を自身の課
題としている。
　物理的な事実を定量的に示す膨大な「データ」を集
め、それらに目的に応じた処理を施すことで質の高い

「情報」として扱えるようにし、機械学習や深層学習な
どのAIを活用することで「効果的なモデル化」を実現
する。これにより価値のある「知識」を見いだせれば
新産業を創造するための「知恵」も創出できる。それ

らの活動の基盤となる統合技術が協創プラットフォー
ムだ。
　例えばIoTで、末端のセンサから集められるデータ
で数値データと画像データが混在しているような場合、
容量の多い画像データの送信に回線を占拠され、数値
データの送信が後回しになってしまうといった問題が
発生している。そこで、ネットワークの状況とデータ
の優先度に応じて上手にデータ通信を行うようAIが学
習し、かつ送受信の制御を時間的に行うか、回線の空
間内で行うか、別の通信路の選択で行うかなども含め
て自動制御する「モバイルデータ 3Dオフローディン
グ手法」を確立した。
　ネットワークの利用効率の最大化が狙いだが、これ
までの研究では、リアルタイムでデータを通信する際
の端末の送信量を約30％も向上させられた。3Dオフ
ローディング手法と従来の汎用的なネットワーク機能
を組み合わせれば、多種多様なデータを自在に集める
ためのネットワークの柔軟性が飛躍的に増す。
　峰野教授の協創プラットフォームの考え方に至る
きっかけでもあり、その実現可能性を検証・実証する

“場”となったのが農業分野でのセンサネットワークシ
ステムの構築と、それを利用した栽培を支援する制御
手法の研究だった。「ITの力で、刻々と変化する植物
の生育状態と、それに影響を与えている各種の環境要
因との相関や因果関係を見つけ出せれば、熟練農家の
ように適切なタイミングで適切な農作業を行えるよう

取材・文：船木春仁　　撮影：臼井美喜夫

峰野 博史 静岡大学教授に聞く

情報科学が支える
「匠ではなく超人」による農業
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静岡大学 学術院 情報学領域 教授
1999年、静岡大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。
日本電信電話株式会社に入社。2002年、静岡大学情報学
部助手。06年、九州大学大学院システム情報科学府博士

（工学）学位取得。11年、静岡大学情報学部准教授。15年、
JSTさきがけ研究者。18年より現職。

Hiroshi Mineno

峰野 博史

になると思います。そのために必要なコンピュータ処
理やネットワークの条件を整理できれば、情報科学領
域から農業への貢献ができるはずです」と語る。
　多くのスマート農業への取り組みでは、「匠」といわ
れる熟練農家の技を詳細に分析し、それをITで代替す
る方策を探るアプローチがほとんどだ。しかし峰野教
授のそれは真逆で、匠の技を参考にしつつも、植物の
生育に影響を与える要因に立ち返りながら、さまざま
な環境要因を物理的データとして集め、植物の気持ち
を想像しながらAIで生育との相関を見いだし、生育の
制御に反映させようとするものだ。つまり匠の真似で
はなく、「センサとAIを触覚として植物の気持ちに応
えようとしながら栽培する」。
　2006年ごろから始まった農業分野への情報科学的な
アプローチは、「多様な環境に自律順応できる水分ス
トレス高精度予測基盤技術の確立」、つまり農業科学
者ではないのにもかかわらず、AIによって灌水を自動
制御して高糖度のトマトを大量生産する技術の確立に
まで至るのである。

“トマトとの会話”を目指し、
「信頼できるデータは何か」から始める

　きっかけは、書店で目に入った植物工場の本だった。
植物や農業には素人だが、栽培に必要な温度や湿度、
日射などの環境要因をコンピュータで制御する「高精

密農業の時代」の到来を直感した。博士学位を取得し
た頃でもあり、コンピュータ科学の展開先として農業
分野の調査を始めた。偶然にも静岡県農林技術研究所
の研究者と知り合い、研究用のメロンハウス内でデー
タを取得する技術検証の機会を得る。
　「メロン栽培は、上手に網目を出すためにも、灌水
の制御が難しいとも聞きました。そこに無線センサ
ネットワークの力を生かせるのではないかと思いまし
たが、まずは、さまざまな環境要因を、無線ネット
ワーク技術を利用して高密度にデータとして集める基
盤を検証するところから始めました」（峰野教授）。研
究名では、「マルチベンダセンサグリッドの実証研究」
となる。
　ハウス内に温度や湿度、日照を計測するセンサ類を
多数設置するために2.4GHzのマルチホップ省電力無
線通信技術を採用。その上で、計測されたデータを集
約、蓄積するためのサーバ制御手法なども確立するは
ずだったが、センサ類を設置はしたものの、まともに
データを収集できなかったのだ。研究者として自負し
ていただけに、正直情けなかった。ハウス内に多数設
置した電子機器類は代わる代わる止まり、設置時は問
題なかった無線通信も、なぜかしばらく経つと不安定
になってしまう。何とか集めたデータも、相関や因果
関係を探れるような整ったデータではなかった。
　「ハウス内の高温多湿な環境は想像以上に電子機器
への負担が大きく、机上や宅内では何も問題ないのに、

43Vol.40 2019 Winter
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短期変動

茎径と草姿の日内変動
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 トマトの茎径＝トマトのストレス
■　葉がしおれる（草姿が下がる）
■　葉が元気になる（草姿が上がる）
■　水を与えた時点

日中は断続的に水を与えるが、
与えられた時は葉も茎も元気になる

凡例

日内変動： 日の出後、茎径は大きく減少し、
 日没に向けて元に戻る。

短期変動： 灌水後、草姿が連動して上がり、
 しばらくして下がる。茎径は
 その動きに連動して変化する。

なのかどうかを判断するには、事象の背景への理解が
必要だったのです。例えば、遮光カーテンを降ろし
て気温が変化しても、データには『カーテンを降ろし
た』とは記録されません。天窓を開けても『天窓を開
けた』とも記録されません。でも暗黙知のある匠なら
ば、データが変化する理由を想像でき、データの意味
を適切に解釈できます。機器を設置すればよいという
単純なものではなかったのです。こうしたことに気付
き、データが意味するものを想像した上で、AIなど次
の解析に回さなければならないことを理解するまでに
本当に長い時間を費やしました」（峰野教授）
　トライアルを始めて8年。2014年ごろになって「使
い物になるリアルデータ」を収集できるようになり、
データが何を示そうとしているかを見通せるようにも
なってきた。これは、山登りに例えれば、長い登りを
終え、馬の背という頂上の姿を確認できる場所にたど
り着いたようなものだった。ここから研究は一気呵成
に具体的な成果を生み出し始めていく。

センサ、AIを駆使し、茎の太さを推測し
水やりのタイミングを決定する

　環境データと生育の相関や因果を見極め、栽培制御
にまでつなげていくという研究で、ここしばらくター
ゲットにしているのがトマト栽培だった。といっても
農学の専門家ではないので、植物生理のイロハから学
び直さなければならなかったが、「息子が持っていた
中学校の副読本『理科便覧』に目を見開かされた」と言
う。葉の蒸散や光合成の仕組みがとても分かりやすく
説明されていたからだ。自身も何十年も前に勉強して

現場でのリモートセンシングによる計測の難しさを痛
感しました。『一から出直してこい』と突き返されたよ
うな感じでした」と峰野教授。
　例えば、無線ネットワークに使われる2.4GHzや
5GHz帯の電波は、家の中ならば反射して伝わるが、
ハウス内には成長する植物や電波を減衰させる部材が
たくさんあって電波の状況が変化していく。電波工学
の先生に電波暗室を借りて、見えない電波の特性の伝
搬試験を繰り返した。その後も無線カメラが、朝だっ
たり暑い昼だったりとバラバラの条件で停止してしま
う問題も発生した。計測データを分析しただけでは停
止の理由が分からず、「熱暴走ではないか」と仮説を立
ててカメラをゴミ袋や蒸し器で検証してみたりもした。
まさに地道、言葉を換えれば初心に立ち返った泥臭い

「観察と仮説、検証」を繰り返した。
　結果、ハウス内の無線ネットワークでは使用周波数
を下げることで迂回性を高めて安定した通信ができる
こと、使用していた無線カメラは部材内部の温度が
65℃を超えると機能停止になること、その時々のソフ
トウエア的な状態に合わせれば、停止時も自動で復旧
させられることなどを突き止めた。一つひとつ明らか
になっていったハウス内のネットワークインフラの実験
結果は、査読付きの国際会議で採択されるまでになる。
　 センサ やカメラ が安定的に稼働するようになり、
データを集める信頼性が維持できるようになって一山
を越えたように思えた。しかし、まだまだ壁は厚く高
く、次はデータの変化に翻弄される。変化の意味を理
解できなければ、データを次のステップである生育制
御へとつなげられない。
　「今、そこにあるリアルなデータが意味のあるもの

カメラが時々動作しなくなる原因を調べるために、蒸し器の中に入れて動作確認をした 植物生理のイロハをご子息が使っていた中学校の副読本で学
び直した
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 トマトの茎径＝トマトのストレス
■　葉がしおれる（草姿が下がる）
■　葉が元気になる（草姿が上がる）
■　水を与えた時点

日中は断続的に水を与えるが、
与えられた時は葉も茎も元気になる

凡例

日内変動： 日の出後、茎径は大きく減少し、
 日没に向けて元に戻る。

短期変動： 灌水後、草姿が連動して上がり、
 しばらくして下がる。茎径は
 その動きに連動して変化する。

いたはずである。
　植物は、光が当たると気孔が開き蒸散が促進され、
根から水を吸い上げる。ということは、土の水分が不
足していれば植物体内の水分は減り、茎は細くなり、
葉のハリもなくなって葉の重さを支えられなくなって
垂れ下がる、これを人は「しおれ」と言っているので
はないか。
　トマトは、土壌の水分を減らすと甘くなり、糖度が
8以上になれば「フルーツトマト」などとして高値で出
荷できる。栽培農家は、水分量を調整するために養液
を点滴で調整したり、小さな容器を使って根の発育を
抑えたりしている。しかし一歩間違えばトマトを枯ら
してしまうだけに、水分量の調整は、まさに栽培農家
の「KKD（経験と勘と度胸）」による秘伝ともいえるも
のだ。
　糖度を上げるために比較的取り組みやすい栽培法と
して農家に普及していたのが 、日射量に注目した栽培
法だ。日射量の積算値が事前に設定した値に達すると
給水するシステムだが、この栽培法では、葉の気孔か
らの水分の蒸散に影響を与える温度や湿度を考慮して
いなかったり、日射量だけでトマトが水分を必要とし
ているタイミングまで正確に分かるわけではなく、収
量や品質にばらつきが多い。
　「どうしたらトマトに水分ストレスがかかっている
かどうかを判断できるのか」。農家への聞き取りなど
を続けているとき、静岡県の農林技術研究所のグルー
プがまとめた、「トマトの水分ストレスを評価するの
に茎の太さが指標になる」という論文を教えてもらい、
この茎径の変化を追い続ければ、匠の感じる感覚的な
水分ストレスを適切に表現できるかもしれない、とひ

らめいた。それが世界初となる「植物のしおれ検知セ
ンサ」の開発につながっていく。
　「茎の太さの変化と環境変化の関係から、トマトが
水を欲しがる時を明らかにしてモデル化できれば、茎
を直接計測していなくても茎の太さの変化を予測でき
るようになり、最終的には水やりのタイミングをAIが
自動制御する仕組みまで持っていけるのではないかと
考えました」（峰野教授）
　ハウス内には、センサやカメラの他に、本当にトマ
トの茎は思っているように変化しているのかどうかを
調べるために、茎の太さを計測するレーザー変位計も
多数設置して、計測体制を厚くした。植物の状態は
画像でつかみ、環境データは各種のセンサでつかみ、
データ解析と経験則をつかむためにAIを使う。情報科
学領域からの力技的なアプローチである。
　稼働が安定してきたセンサ類がもたらす信頼できる
データが研究をグイグイ後押しした。活きの良い素材
を手にした調理人のように、データ加工などで情報科
学領域の研究室である峰野研の力がいかんなく発揮さ
れた。ここで峰野教授がこだわったのは、農家が現場
で収集しやすいデータを基に、AIが高い精度で茎の太
さを予測できるようにすることだった。データの種類
や量が多ければ予測の精度は上がる。しかし、ネット
ワークやAIへの負荷は増し、機器コストも増えて農家
にとっては実用的ではない。計測しやすく少ないデー
タで高い予測精度を実現する点に、将来の明るい農業
に直接役立つ技術の実現に向けた研究者としての“意
地”のようなものがあった。
　このための工夫の一つが、コンピュータが特徴を抽
出しやすいように画像を加工する方法だ。

図表1  日中の茎径変動と草姿の関係は大きい
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* 4.5 株 /10a、４段 /株、８個 /段、４作 /年で試算 

 Avg. Max. Min. SD
 処理区 労力 サンプル数  10a収量 可販率 負担   （t/10a）* 

糖度 [brix]

A : 茎径を変動させ（ストレスをかけ）て管理した場合

B  : 茎径を一定に保って管理した場合

C  : 熟練者が経験的に水やり量を管理した場合

D  : 葉のしおれ具合の画像データなどからAI が水やり量を管理した場合

低労力負担で糖度が最高になった

少データ・高精度
（抽出画像、温湿度、光量）
×1,400時点

多データ・高精度
（元画像、温湿度、光量）
×14,000時点

中

中

高

 A: 茎径（動的）  8.75 16.9 3.00 0.900 14,089（728株） 22.5 8.7 0.963

 B: 茎径（静的）  8.10 16.9 4.80 0.717 17,885（823株） 27.5 11.7 0.955

 C: 日射比例  8.73 15.7 5.10 0.941 10,591（604株） 22.8 9.5 0.826

 D: AI  8.87 16.9 4.30 0.845 15,901（822株） 20.8 8.6 0.917低

真値
推定値 同等精度

平均
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分ストレスを評価させる。
　データを受け入れるAIは、まず「マルチモーダル
深層学習」で学ぶ。五感など特性の異なる複数の情報
を組み合わせたデータから効果的な特徴量を抽出でき
るのがマルチモーダル深層学習だ。さらに予測精度を
上げるためにマルチモーダル深層学習に重畳したのが

「SW-SVR」という機械学習のアルゴリズムだ。
　推定と実際の結果を比較してパラメーターを調整
し、それによってさらにモデルを洗練する仕組みだ。

「SW-SVR」は、たくさんのデータがあっても、個々の
データは、「朝のデータ」「夏場のデータ」などと実は
グループ化できるという仮説の下、それぞれのグルー
プごとに複数のモデルを構築する。計測されたデータ
がどのグループにより近いものであるかに応じて重み
付き平均をとって予測するため、家族に「明日の朝は
冷え込むかねぇ」と聞きながら予想するのに似ている。
予測の精度を上げられるだけでなく、予測のためのデー
タ処理量も少なくできるメリットも大きい。
　コンピュータ科学の専門家として研究室で開発した
学習器の威力を確認しながら、茎の太さの変化、葉の
しおれ具合、環境データなどが分析にかけられた。茎
径の変化の予測は、当初は1万4,000時点のサンプルで
実利用に耐えられそうな可能性を確認できたが、さま
ざまな工夫により1,400時点のサンプルという10分の
１のデータでも同様の性能を得ることに成功した。こ
れらにより、画像データと環境データだけから茎の太
さの変化と、水分を必要としているタイミングを予測
できる手法が編み出されたのだ。

　「カメラの画像には、葉だけでなくハウス内の様子
や作業をしている人の姿も映り込んでいます。その影
響を抑えるためには膨大な量の画像を収集し、無関係
な状況の画像を相対的に少なくするのが、これまでの
定石でした。ただ、それは大変だし、データ量が多く
なるとコンピュータの負荷も増します。しかし、目的
はあくまでも葉のしおれ具合を見ること。どうすれば
よいかと悩みつつ、ぼんやりと動画にして眺めていた
ら、人は全てを見ているようで、実は無意識に葉の周
辺だけしか見ていないことに気が付きました。人と同
じように、見て欲しいところがどの辺かコンピュータ
にコツを教えてあげれば、膨大なデータ量が不要かも
しれない、と」（峰野教授）
　具体的には、色の三原色「赤・緑・青」のうち緑の
部分で前処理した画像を時系列で比較して、しおれに
よって動いている部分の周辺だけを上手に抽出する技
術を開発した。加工された画像をAIに入力すること
で、人が無意識に注目していたしおれ具合、つまり水

図表2  元画像からしおれ部分だけを
　　　  抽出してデータ量を減らす

図表3  質を上げれば、より少ないデータでも誤差は小さくなる
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* 4.5 株 /10a、４段 /株、８個 /段、４作 /年で試算 
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図表4  データ量を10分の１にしても
　　　  同等の精度となった

　1回の灌水量が多くても少なくても、植物のしおれ
という動きに表れるのが遅いか早いか違うだけなので、
栽培条件が異なっても灌水のタイミングが自動的に調
整される汎用的な仕組みである。
　「非線形で複雑な植物の生理状態を、現実的な計測
データと時間的な流れを加味すればAIで学習できるこ
とを確認し、かつ制御手法ができたことで高価なレー
ザー変位計で茎の太さを測る必要もなく、安価なデジ
タルカメラと汎用コンピュータだけで、実用化への道
が開かれました」（峰野教授）

新手法で抜群の品質のトマト栽培を実現
KKDを仮説・検証・データに変える

　「制御手法を確立」というニュースに、「これは使え
るかもしれない」と連絡をくれたのが静岡県のトマト
農家だった。日射量ベースでのトマト栽培に取り組み、
地元では「匠」と呼ばれる人物だ。そのような人が興
味を持ったのも、「栽培の現場で実際に感じているこ
とを、感覚的なものではなくデータに基づいて植物と
会話していると感じたからだったそうです」。トマト
農家の圃

ほ

場
じょう

を利用し、AIでの灌水制御による中玉トマ
ト栽培の実証実験を始めることになった。
　事前準備から2年。AIでの灌水制御で初めて栽培さ
れた2019年に公表された結果は驚くべきものだった。
収穫された約1万5,000玉のトマトを分析すると、AI
で灌水制御されたトマトの平均糖度は8.87で、匠が手
掛けた日射量をベースに栽培したトマトの平均8.73を

わずかに上回り、最高糖度は16.9で、これもまた日射
量ベースの15.7を上回った。
　さらに注目すべきは、収穫量のうち市場に出荷でき
た量の割合を示す「可販率」が0.917と、日射量ベース
の0.826を大きく上回っていたことだ。つまりトマト
の割れが日射量ベースの栽培よりも少なかったのであ
る。10ａ当たりの収穫量は日射量ベースの方が多かっ
たが、可販率が高いので結果的に出荷量ではAI灌水制
御の方が多かった。
　「栽培する品種も養液も温度も湿度も明るさも同じ
条件で、ただ違うのは水をやるタイミングだけ。それ
だけで品質に差は出るのかという疑問を抱えながら、
制御手法を確立でき、初めての実証実験でも良好な結
果を得られることができました。やっとトマトとの会
話が少しできたような気持ちです」（峰野教授）
　研究者としての峰野教授は、次なるテーマに取り組
み始めている。品種や養液濃度などに関係なく、さま
ざまな条件でトマトを栽培してデータを収集し、オー
ルマイティーな制御手法を確立しようとしている。
　過不足のない正確なデータを、AIの学習法を駆使し
て解析していき、「匠を超える超人」の農業栽培を実現
する。峰野教授は農学の研究者ではないので、直接的
にスマート農業のための技術確立を目指しているわけ
ではない。しかし究極のスマート農業の実現のために
必要な基盤を、情報科学という別の領域から提供して
いる。「農家のKKDを、経験と勘と度胸から、仮説と
検証とデータに変えたい」と言う。それこそが「協創
プラットフォーム」の目指すところである。

図表5  AIによる灌水制御によって低労力負担で高糖度のトマト安定生産に成功
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2019年6月19日から、トルコのイスタンブールにおいて、「AsiaLex 2019」が3日間にわたり
開催された。辞書の構築をはじめとする機械学習・自然言語処理分野における
ターミノロジーなどの研究をテーマに、多様な発表が繰り広げられた。

東京大学 学際情報学府 博士課程

陳 龍輝

1. AsiaLex 2019とは

　The Asian Association for Lexicography主催の
AsiaLex 2019会議が成功裏に閉幕した。会議では、さ
まざまな研究によりターミノロジーの多様な側面が示
され、また包括的な研究の下で実施中の調査が広く取
り上げられた。これほど多くの研究が参加したのは、
研究分野が多様性に富んでいることや、機械学習・自
然言語処理分野一般の進歩とともに、活発な研究コ
ミュニティーが発展を続けていることを受けたもので
ある。

２. 研究発表:その１

　ここでは三つの研究を取り上げ、会議に参加した研
究の一端をご紹介したいと思う。研究のほとんどは、
会議の中心的な話題の一つである、辞書の構築に的を
絞っていた。
　アンミン・ワング氏による研究では、辞書は伝統的
な区分に属するだけでなく、現代の研究進歩による
先進技術と組み合わせることで、有用性を発揮でき
ることが強調された。利用者が目的言語を出力する
ことを助ける辞書は、「符号化（encoding）」を行って
いるといえる。中国語ネイティブの利用者にとって
は、中英辞書がこれに当たる。しかしこれまで、英中

対訳コーパスを利用した中英辞書は作られてこなかっ
た。対照的に、学習辞書を含む英英辞書や、「New 
Age English Chinese Dictionary（NAECD）」、「New 
Century English Chinese Dictionary（NCECD）」など
一部英中辞書の編

へんさん

纂には、さまざまな規模の多様な
コーパスが活用されてきた。辞書作成を目的として作
られた「Parallel E-C Corpus（PECC）」の作成者に、そ
のデータにアクセスする許可をいただいた。
　見出し語「yǒuxiào有效」を例に取ろう。大規模な英
中対訳コーパスを利用することで、中英辞書の符号化
の品質を、さまざまな観点で高めることができる。例
えば、見出し語の品詞を特定しやすくしたり、見出し
語に「挿入可能」な等価表現の候補をより豊富に提供
したり、見出し語の意味を英語で区別して整理した
り、実際に使われている質の高い例文を提供するなど
だ。中英辞書の作成における符号化作業に、対訳英中
コーパスを用いるポテンシャルには、探究の余地が多
く残っている。

3. 研究発表:その2

　別の研究「Turkish Learner’s Dictionary : A Need or 
A Luxury」では、さまざまな用途へ向けて良質の辞
書を構築する必要性を、著者が強調していた。トルコ
語を外国語として教える教育が、トルコ国外で勢い

学 会 リ ポ ー ト

「AsiaLex 2019」 参加報告
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を増している。この分野で出版される教科書の数は、
日々増加の一途をたどっている。しかし、学習辞書が
出版されていないのは、誰もが気になるところだ。学
習者が「学習者の自律性」を身に付ける上で、最も重
要なツールの一つだからである。研究の目標は、トル
コ語を外国語として学習する者を対象とする単一言語
辞書のモデルを開発することで、学習者が特定の辞書
を使用したときに、理解能力と産出能力に影響を受け
るのか、その有無を明らかにすることである。この
目的のため、中級上レベルで学習することのある複
数の単語と慣用表現が選定された。選定された語

ご い

彙
素項目は、「Turkish National Corpus」および「Sketch 
Engine」のデータに基づき準備され、実験が行われ
た。
　参加グループは、20カ国から参加し、31人の中級上
レベル（B2）のトルコ語学習者で構成される。B2レベ
ルが選ばれたのは、辞書の定義に用いられる文法構造
の教育が、このレベルで始まるからである。被験者ら
は、六つの人口統計に関する質問や、辞書の実際の使
用に関する三つの質問に答えた。また、数々の「復号
化（decoding）」および符号化タスクを実施した。実験
では、参加者の一部が申告レベルの言語能力に達して
いないことが示された。これにより、トルコ語学習辞
書を用いる効率性または非効率性について、結論を下
すことが不可能となった。

4. 研究発表:その3

　ターミノロジー分野に関する三つ目の研究では、ジ
ラパ・ヴィタヤビラク氏が、研究の二大テーマであ
る、コーパス言語学とターミノロジーを結び付けるこ
とを試みた。研究の目標は、コーパスベースのアプ
ローチにより音楽用語を分析することである。研究で
はまず、ロックギターレッスン（RGL）に関する読み物
について利用者ニーズの分析を行い、次にロックギー

ターレッスンのコーパスを編纂した。RGLコーパスに
は、135万6,029語が収録されている（トークン）。コン
コーダンスプログラムを利用して、頻度とコロケー
ションの分析を行った。
　その結果、語彙は三つの区分に分類できること
が示された：一般（13.7%）、学術（10.5%）、リスト外

（75.8%）。リスト外の単語は、専門用語（8.32%）、略
語（44.6%）、記号（22.87%）に分類された。結果、音楽
レッスンでは記号と略語の使用頻度が高いことが示さ
れたのである。語彙の観点では、音楽用語の専門的意
味が含まれた、一般区分と学術区分の語彙集を基に、
複合語および連語を作成した。ロックギター音楽の用
語辞典を編纂するための原材料として、使用頻度の高
いロックギター用語、略語、記号が選定された。結論
として本研究は、用語辞典の編纂に専門性の高いコー
パスを用いることの利点を支持する。
　結論として、研究分野の枠を超えた取り組みを行う
ことで、素晴らしい利点がもたらされることが、会議
において示された。特に会議に参加した私にとって、
学問の障壁を乗り越えて協力を行う重要性を理解し、
また、そうした機会に恵まれたことは非常に貴重な体
験であったと感じている。この機会を与えていただい
た公益財団法人 KDDI財団に対し、ここに深く感謝の
意を表します。

東京大学 学際情報学府 博士課程
1992年生まれ。 国立台湾大学卒業。
2017年より東京大学教育学研究科で3
年間影浦峡教授の下で、計算の専門用語
と機械学習を伝統的な言語学の手法と組
み合わせることに焦点を当てて研究を行
い、さまざまな国際会議で発表。自然言
語の理解を通して利用可能な固有の情報
を明確にすることにより、用語の運用及
び翻訳の精度を高めるため、用語の構造
の解明に関する論文を執筆予定。

陳 龍輝
CHEN Long-Huei

会場の様子 発表する著者 ガラディナー
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情報伝達・解体新書

彼らの流儀はどうなっている？
鏡像自己認知テストに成功する動物は、大型類人猿などわずかだ。
しかし魚にもその能力がある。その発見が世界を驚かせた。

執筆：幸田 正典　絵：大坪 紀久子

　今世紀に入り魚類の脳神経科

学や認知研究は大きく進み、これ

までの魚類行動の捉え方が変わり

始めている。脊椎動物全般を通じ

て、脳の神経核・神経領域の高

い相同性が示されてきたし、これ

まで魚類では想像すらされなかっ

た高い認知能力が次々に明らかに

なっている。

　 例えば、A>BかつB＞Cなら

A>Cとの論理的な思考や個体識

別を含む顔認識をはじめ、さまざ

まな高い認知をわれわれは明らか

にしてきた。ヒトや霊長類だけと

思われていた相手を意識的にだま

す能力も見つかった。さらにわれ

われは魚も鏡の中の自分がわかる

ことを実証した。

　この鏡像自己認知ができれば

自己意識という高い認知能力を持

つと考えられる。これは、これま

エ ッ セ イ

魚
だ
っ
て

鏡
の
中
の
自
分
が

わ
か
る
！

想像を超える
認知能力

これは「私」？
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Masanori Kohda　大阪市立大学 大学院 理学研究科 教授

1957年生まれ。京都大学大学院理学研究科後期博士課程単位取得退学。
大阪市立大学理学部助教授などを経て現職。理学博士。

専門は動物社会学。魚類を中心に脊椎動物の認知、社会、行動生態について研究している。

なる。鏡像自己認知できたと思わ

れる個体の額や喉などにこっそり

とマークを付ける。マークは自分

自身では見えず、鏡を見るまでは

まったく気付かない。ところが、

鏡像を見ると自分の体のマークを

触る（擦
こす

る）ようになる。これは

鏡像が自分であることを認識して

いる確かな証拠といえる。でなけ

れば、鏡像を見ても自分の体に付

けられた印を触ることはできない。

先述の動物たちは、このテストに

合格している。

　本種は掃除魚である。彼らは

他個体の体についた寄生虫（小さ

なシミ）を探して取り去る。のべ

18個体の喉に寄生虫に似た茶色

い点を特殊な方法で付けた。鏡

がないと彼らは喉のマークを擦ら

ない。気付いていないのだ。これ

はマークに痒
かゆ

みなどの触覚刺激が

ないことも示している。ところが、

鏡の中の自分を見ると17個体は

喉のマークを水槽の底で何度も

擦ったのである！　しかもその直

後、鏡に近寄り喉をのぞき込んだ

（おそらく印が取れたかどうかを

確認）。これはもう合格である！

これは寄生虫が「自分の喉」に付

いていると認識している強い証拠

であり、鏡像が自分だとわかって

いるのだ。

　とても寄生虫とは思えない緑や

青色の印を同様に付けても、本種

はまったく印を擦らない。印に無

関心の場合、印が自分に付いてい

るとわかっていながら、それを擦

らないのか、それとも鏡像を自分

と理解できないのか、が区別でき

ない。実はこのせいでサル類、ブ

タ、ネコなど過去の多くの研究が

失敗したようだ。

　脳の小さな魚類での鏡像自己

認知の発見は、ヒトに近い、ある

いは大きな脳の動物ほど賢いとす

る従来の考え方を、根底からひっ

くり返す。どうやらこれまで思わ

れている以上に動物の認知能力は

高そうだ。誤解を恐れず言うと、

ヒトを含め脊椎動物の高い認知能

力とその仕組みの起源は、古生代

の魚類の進化段階にまでさかのぼ

る、との仮説に立って研究を進め

たいと考えている。

でチンパンジーなど大型類人猿、

ゾウ、イルカ、カラスの一種など

でしか確認されていない。彼らは

はじめて鏡を見ると、鏡像を他個

体と見なす。しばらくすると鏡の

前で奇妙な振る舞い（確認行動）

をし、鏡像が自分かどうかを確か

め、やがて自分だと理解するよう

になる。魚類も鏡像認知できるな

ら、彼らと類似した認知過程を経

ることが予測される。

　実験対象は、掃除共生魚とし

て知られるホンソメワケベラであ

る。この魚は高い認知能力が報

告されている。この魚に鏡を見せ

ると、なんとチンパンジーなどと

そっくりな過程を示したのである。

はじめは鏡像を攻撃し、3 〜 5日

頃に「確認行動」をとり、その後、

鏡像を頻繁にのぞき込むなどした。

どうやら鏡像認知ができるようだ。

　しかし、この認知過程の確認と

記載だけでは実証研究としては弱

い。ここでマークテストの出番と

マークテストの出番
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うに、「銭」と呼ぶと、おカネは
たちまち人間臭くなる。「財務」
や「会計」などの経済観念も「銭
勘定」となれば、せせこましい
人の営みとなるのだ。『日本永代
蔵』には借財や蓄財、浪費をめ
ぐる悲喜こもごものエピソード
の数々。銭を通じて人の愚かさ
を描き出しており、それは銭自
体の虚妄といえるのかもしれな
い。
　歴史を遡

さかのぼ

れば、日本では7世
紀後半に朝廷が貨幣を鋳造した
が普及せず、江戸時代まで物々
交換が続いていたらしい。その
間、使われたのは外国の宋銭や
私的に鋳造された「鐚（びた）」。
言ってみれば偽ガネで、明治に
なってもそれらは流通していた
という。近年、「キャッシュレス
の時代」などと騒がれているが、
日本では本物のキャッシュは
ずっと定着せず、もともとキャッ
シュレスな国だったのである。
　ちなみに井原西鶴が「世に銭
程面白き物はなし」と記したの
は、 伊勢神宮についての考察

　以前、私は経済学をテーマに
本を執筆したことがある。日本
人にとって「損得」とは一体、何
なのかと追究しようと考えたの
だが、いきなり悩まされたのは
おカネというモノの表記だった。
　おカネは漢字で書くと「お金」
だが、私たちは金（きん）を取引
しているわけではない。経済学
的にはおカネは「通貨」と呼ぶ
べきなのだろうが、モノを買う
時に「通貨を払う」などとは言わ
ない。ならば「貨幣」かと思いき
や、クレジットで支払う際には
貨幣を使わないわけで、これも
適切ではない。結局おカネは「お
カネ」と書くしかなく、何やら稚
拙な印象がぬぐえない。カタカ
ナなので外来語のようでもあり、
もしかするとおカネは日本に根
づいていないのではないか。財
政破綻に危機感がないのもその
せいではないかなどと考えたの
だが、かつて井原西鶴はおカネ
のことを「銭」と書いていた。
　「 世に銭程面白き物はなし」

（『日本永代蔵』*）と記されたよ

article:Hidemine Takahashi
ノンフィクション作家。1961年横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。

『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
他の著書に『損したくないニッポン人』『不明解日本語辞典』『定年入門』『悩む人』など。最新刊は『パワースポットはここですね』（新潮社）。

髙
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世に銭程
ほど

面白き物はなし
……井原西鶴『日本永代蔵』より

明 日 の 言 葉

エ ッ セ イ
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article:Hidemine Takahashi
ノンフィクション作家。1961年横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。

『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
他の著書に『損したくないニッポン人』『不明解日本語辞典』『定年入門』『悩む人』など。最新刊は『パワースポットはここですね』（新潮社）。

だった。御神体はただの紙きれ
にすぎないのに、そこに賽

さいせん

銭す
る人々がいる。さまざまな縁起
物を売る人もいれば、賽銭用の

「鉛銭」という銭を売って銭を稼
ぐ人もいる。「福の神、これを笑
ひ給ふべし」という具合に神様も
儲かり、人々も儲かるという「お
かげさま」の世界。「人の気をく
みて商の上手はこの国なり」と感
心したのだ。
　私も有名な神社に出かけると
賽銭の音に驚かされる。轟

ごうおん

音が
鳴り響き、まるでどしゃぶりの
雨のようである。おそらく日本
の「キャッシュフロー」とはこの
ことで、だから株式市況も嵐を
予測する天気予報のように聞こ
えるのだろう。
*『新版　日本永代蔵』（井原西鶴著　堀切実訳注　
角川文庫　平成21年）

　「時は金なり」とは本来、時間の浪費による機会損
失を戒める言葉なのだとか。10月からの消費税増
税に当たり、経済産業省がキャッシュレス・ポイ
ント還元事業を始めました。ある実証実験による
と、キャッシュレス決済によって節約される時間
は、一会計当たり約16秒（JCB(2019)）。この「時
はポイントなり」事業によって、キャッシュレス
化はどこまで広まるのでしょうか。
　さて、今号より「学会長に聞く」と題して、学術
研究団体の取り組みを紹介するインタビュー記事

（編集担当　神山 遥）の掲載を開始しました。ご期
待ください。次回の特集は「プラットフォーム（仮）」
です。       　      　（編集長　しのはら そうべえ）

編集後記

本誌は、わが国の情報通信制度・政策に対する理解を深めるとと
もに、時代や環境の変化に即したこれからの情報通信制度・政策
についての議論を高めることを意図しています。
ご寄稿いただいた論文や発言などは、当社の見解を示すものでは
ありません。

●本誌は当社ホームページでもご覧いただけます。
　https://rp. kddi-research.jp/nextcom/
●宛先変更などは、株式会社KDDI総合研究所Nextcom（ネクストコム）編
　集部にご連絡をお願いします。（Eメール：nextcom@kddi-research.jp）
●無断転載を禁じます。
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背景

江戸前期の俳人・浮世草紙作家である井
原西鶴（1642 〜 1693年）は、大坂富商の
出。武士や町人の生活を赤裸々に描いた。

『日本永代蔵』は、商魂によって巨大な富
を得たり、金銀の魔力で貧窮没落する姿
など、さまざまな町人群像を描き、ベスト
セラーになった。

53Vol.40 2019 Winter



ISSN 2434-6233

株式会社 KDDI総合研究所　http://www.kddi-research.jp/




	Nextcom Vol.40(2019.12)
	INDEX | 明日の言葉
	[エッセイ]すでに始まってしまった未来について「企業が科すペナルティ」平野啓一郎 | 特集扉
	特集論文　キャッシュレスの社会的費用　野間 幹晴　一橋大学 大学院 経営管理研究科 教授
	特集論文　キャッシュレス化は社会を分断するのか　川野 祐司　東洋大学 経済学部 教授／日本キャッシュレス化協会 代表理事
	特集論文　キャッシュレス、プロファイリング、消費者保護　板倉 陽一郎　ひかり総合法律事務所 弁護士／理化学研究所 革新知能統合研究センター 客員主管研究員／国立情報学研究所 客員教授
	論文　技術普及における教育の重要性　山田 肇　東洋大学 名誉教授／特定非営利活動法人 情報通信政策フォーラム 理事長
	[お知らせ] 論文公募のお知らせ／2020年度著書出版・海外学会等参加助成に関するお知らせ
	[学会長に聞く]　世界の防災・減災の知見を集める拠点にしていきたい　地区防災計画学会　室㟢 益輝　会長
	[取材リポート]5年後の未来を探せ　峰野 博史 静岡大学教授に聞く　情報科学が支える「匠ではなく超人」による農業
	学会リポート　「AsiaLex 2019」参加報告　陳 龍輝　東京大学 学際情報学府 博士課程 
	[情報伝達・解体新書]　魚だって鏡の中の自分がわかる！//幸田 正典　大阪市立大学 大学院 理学研究科 教授
	[明日の言葉]キャッシュレスな国//高橋秀実｜編集後記

